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開会 午前 ９時５８分 

    ◎開会宣告 

〇委員長 武田 真君 ただいまから決算審査特別委員会を開きます。 

 

    ◎開議宣告 

〇委員長 武田 真君 これより議事に入ります。 

 本委員会に付託されました議案第１５号 令和６年度砂川市一般会計決算の認定を求め

ることについて、議案第１６号 令和６年度砂川市国民健康保険特別会計決算の認定を求

めることについて、議案第１７号 令和６年度砂川市介護保険特別会計決算の認定を求め

ることについて、議案第１８号 令和６年度砂川市後期高齢者医療特別会計決算の認定を

求めることについて、議案第１９号 令和６年度砂川市下水道事業会計利益の処分及び決

算の認定を求めることについて、議案第２０号 令和６年度砂川市病院事業会計利益の処

分及び決算の認定を求めることについての６件を一括議題とします。 

 お諮りします。審査の方法としては、まず一般会計より行うこととし、歳出を款、項ご

とに、続いて歳入の審査の順で行い、次に特別会計の歳入歳出、事業会計の収入支出を一

括審査する方法で進みたいと思います。このことにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認め、そのように進めてまいります。 

 これより議案第１５号 令和６年度砂川市一般会計決算の認定を求めることについての

審査に入ります。 

 １２９ページ、第１款議会費、第１項議会費について質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、１３３ページ、第２款総務費、第１項総務管理費について質疑ありませんか。 

 高田委員。 

〇高田浩子委員 それでは、１３６ページの１２区分の委託料についてでございますが、

８３７万２，６０４円というところで不用額が計上されておりますが、内容についてまず

伺いたいと思います。 

〇委員長 武田 真君 高田委員、すみません、聞き取れませんでしたので、もう少し大

きい声でお願いいたします。 

〇高田浩子委員 １３６ページの区分の委託料のところで不用額について計上されており

ますが、その内容について伺いたいと思います。 

〇委員長 武田 真君 高田委員、総務管理費の委託費、すみません、聞き取れませんで

した。節の不用額全体の話。 

〇高田浩子委員 はい。 

〇委員長 武田 真君 すみません、暫時休憩します。 
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休憩 午前１０時０２分 

再開 午前１０時０３分 

〇委員長 武田 真君 委員会を再開します。 

 高田委員、もう少し細かい区分で聞かれたほうが執行部のほうも答えやすいと思います

ので、事業別の細かい部分での質疑ということでお願いいたします。 

〇高田浩子委員 この委託料のところで金額が少し多かったものですから、全体的にどう

いった内容なのかなということで、主なところでどういったところがあるのかと思って伺

おうと思ったんですが。 

〇委員長 武田 真君 総務課長。 

〇総務課長 岩間賢一郎君 総務管理費の一般管理費の中の委託料の不用額が多いと、こ

の内容についてという質問だと思います。委託料の不用額が８３７万２，６０４円という

ことになっています。私から答弁させていただきますが、この不用額の多くを占めている

のは同じページにありますふるさと応援寄附金に要する経費の中のふるさと応援寄附金業

務委託料、この不用額が８３０万１，７３０円発生しておりますので、これが大部分を占

めているという状況でございます。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 今お話しの中でふるさと納税についてのお話があったんですけれども、

この決算を迎えてどのようなことが言えるんでしょうか。 

〇委員長 武田 真君 総務課長。 

〇総務課長 岩間賢一郎君 ふるさと応援寄附金の決算についてということの質問ですの

で、ふるさと納税の決算がどのような状況だったかということでお答えをしたいかと思い

ます。ふるさと応援寄附金の実績につきましては、事務報告等でも報告、記載しておりま

すけれども、決算額につきましては、令和６年度、件数が５万９１０件、金額でいきます

と１５億１，４３６万７，５９８円となっております。前年度、令和５年度の数値も参考

に申し上げますと令和５年度は４万２，３０５件、金額で１１億９，５４１万５，５００

円でした。前年度と比較しますと８，６０５件、そして金額３億１，８９５万２，０９８

円の増となったところであります。増加率でいきますと前年に比べて件数で前年比１２０

％、金額で１２７％という決算状況でございます。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 といったところで、このふるさと納税についてやはり年々上がってきて

いるというところが分かっておりますので、今後もほかの自治体ではこのふるさと納税を

使っていろいろな事業をしたりすることも多いと思いますので、これからも多くなるよう

取り組んでいっていただきたいと思います。 

 以上です。 

〇委員長 武田 真君 山下委員。 
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〇山下克己委員 私からは、１５５ページになりますけれども、１３目まちづくり推進費

についてお尋ねしたいと思います。 

 こちらの１８節負担金補助及び交付金９８万７，０００円の不用額がございますが、こ

ちらを見ると恐らく協働のまちづくりに要する経費の地域コミュニティ活動支援事業補助

金、こちらが予算に対して８５万２，０００円の減になっているようですので、不用額は

こちらが主な原因なのかなと思うんですが、なぜこの不用額が発生したのか、その辺の状

況についてお尋ねいたします。 

〇委員長 武田 真君 市長公室課長。 

〇市長公室課長 遠藤和也君 地域コミュニティ活動支援事業補助金についてということ

ですけれども、コミュニティの部分で不用額でいきますと８５万２，０００円がこの９８

万７，０００円の中を占めています。どうして不用額が出たかということですけれども、

こちらは一応予算では満額申請をする町内会を予算で計上していまして、実質ですけれど

も、現在町内会の活動がコロナ明けで年々増えてはきているんですけれども、満額の事業

費を申請する町内会が少ないということで不用額が発生しております。 

〇委員長 武田 真君 山下委員。 

〇山下克己委員 満額じゃないということも理由だと思うんですけれども、実際に申請し

ていない町内会というのも幾つかあるんでしょうか。 

〇委員長 武田 真君 市長公室課長。 

〇市長公室課長 遠藤和也君 申請状況ですけれども、現在８６町内会あって、申請は８

２町内会になっております。この４町内会につきましては、ほぼ活動実績がないと、人数

が少なくなっているという部分も、町内会の会員の方の高齢化というのもあって活動をし

ていないということで申請はしておりません。 

〇委員長 武田 真君 山下委員。 

〇山下克己委員 私もちょっと町内の役員とかをやらせてもらって、この補助金は大変あ

りがたく活用させていただいているのですけれども、特に今インターネット上で申請がで

きるようになったので大変楽に申請できるんですが、理由を聞く前にはもしかしたらそう

いうのが苦手な方は申請できていないのかなということもちょっと思ったものですから今

お尋ねしたんですが、満額に達していないということで理解いたしましたので、終わらせ

ていただきます。 

〇委員長 武田 真君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 私は、１５０ページの市民生活向上推進に要する経費のうちの防犯灯設

置費補助金でお伺いをします。これは電気代の補助と違って設置の関係なんですけれども、

何件ぐらいあったのかをお伺いします。 

〇委員長 武田 真君 市民生活課長。 

〇市民生活課長 伊藤修一君 防犯灯の補助についてということで、令和６年度の数字で
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ありますが、５団体で新設が８灯、そのうち１灯は灯柱の更新を行っております。取替え

が４灯ということでございます。 

〇委員長 武田 真君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 新設の場合はいいんですけれども、取替えなんですよね。取り替えが今

回４件あったってことなんですけれども、これ幾らぐらいかかるか、町内会が負担するか

は分かりますか。 

〇委員長 武田 真君 市民生活課長。 

〇市民生活課長 伊藤修一君 令和６年度の状況、取替えについては１つの町内会では２

灯の取替えで工事費が８万３，１６０円、これがかかっている。また、もう一つの町内会

も取替えを２灯行っておりますが、工事費用としては７万３，７００円ということであり

ました。 

〇委員長 武田 真君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 うちの町内も去年、入っていないみたいな感じもするんですけれども、

１灯の防犯灯の取替えをしました。そしたら、工事費が６万円超えたんですよ。１灯替え

るんですよ。防犯灯の補助規則というのがあって、設置費に関してなんですけれども、原

則としては工事費の２分の１以内の額として新設工事の場合は２万５，０００円、取替え

工事の場合は１万９，５００円を上限とするという条件があるんです。ＬＥＤは何年ぐら

い前にやったか分からないんですけれども、去年はたしかそんなに多くなくて、今回全体

的には事務報告書を見ると１２件って上がってきているんですよね。新設の場合というの

は、大体どこか暗いところに新しくつける、取替えの場合は先ほど私が言ったように今の

ＬＥＤが切れてしまった。だから、新しいのに取り替えるという状態なんです。それで、

うちの町内会の場合だと６万円かかってしまったんですよ。申請したら、上限があるから

１万９，５００円しかもらえないんです。これは、町内会に負担が大き過ぎるなと私は思

っていまして、前だったら２分の１というのもいいんですよ、水銀灯のとき６万なんかか

かりませんでしたから。だけれども、今後ＬＥＤの取替えというのがぼちぼち出てき始め

ましたから、これをやったときは一斉につけて、もちろん全然町内会の負担はなかったん

ですけれども、ＬＥＤはとてもいいのですけれども、こうやって今後取り替えるというの

は物すごくお金がかかってしまうんですよ。ここら辺のところというのは、それこそ今後

増えてくると思うんで、上限設定というか、特に取替えの場合なんですけれども、今後ど

う考えていらっしゃるのかなというのをまずお伺いしたいと思います。 

〇委員長 武田 真君 市民生活課長。 

〇市民生活課長 伊藤修一君 取替えだとか、新設に係る経費、申請によりまして工事費

用がどのぐらいかかっているかというところは把握をさせていただいております。小黒委

員おっしゃったとおり、２分の１の補助という中でも上限でかなり町内会の負担が大きく

なっているというケースも見受けられるというのも承知しております。令和６年度の状況
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ですけれども、その中では実は補助限度の中で収まっている団体も、これは業者さんの違

いなのか、器具の違いなのかというところまではちょっと押さえておりませんでしたが、

まだあったという状況です。ただ、それを大きく超えるような状況も実はあって、その工

事内容とか設置場所の状況だとか、そういうところがどのような形でこのような費用にな

ったかというところは私どももちょっと気にしておりまして、電気工事をされる事業者さ

んと状況だとか今の相場なども確認はしようと思っていたところでございます。 

〇委員長 武田 真君 小黒弘委員、今の質疑続きますか、さらに。 

〇小黒 弘委員 続きます。 

〇委員長 武田 真君 一応決算の質疑なので、質疑の範囲内に収まるように質疑をお願

いいたします。今後の見通し等というのは、決算委員会ではなかなか厳しいかなとは思う

ので。 

〇小黒 弘委員 そうですか。全然不思議に思わなかったけれども、決算の中で状況によ

って工事費が変わっているというのを把握されたんですよね。それは、どうしてだったん

でしょう。どのくらいの差があって、どういう状況でこうなったのかというのは分かって

いますか。 

〇委員長 武田 真君 市民生活課長。 

〇市民生活課長 伊藤修一君 その点につきましては、これからちょっと確認をしたいと

いったところで、現状はしっかりどのようなケースでこのような金額になるというところ

は把握をしていないというのが正直なところでございます。 

〇委員長 武田 真君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 それこそ今現在の実際この決算のときに、６万業者さんに払って、市か

らもらったのは１万９，５００円なんですよ。これが何台も続いたら町内会はパンクしま

す。だから、この辺のところというのは、これからきっと、ＬＥＤは一斉に取り替えたの

で、今度は一斉にもしかすると取替え時期が来るかもしれないということを考えると、早

めのうちに何らかの検討をしていただきたいなと思っておりますけれども、その辺のとこ

ろはどうでしょうか。 

〇委員長 武田 真君 市民生活課長。 

〇市民生活課長 伊藤修一君 先ほど来申し上げているとおり、まず現状は金額的には把

握はできているところですが、もう少し詳しい状況を把握しながら対応については検討が

必要になってくるかなと考えているところでございます。 

〇委員長 武田 真君 副市長。 

〇副市長 井上 守君 防犯灯、町内の街路灯の関係でＬＥＤに交換していくというのは

電気代が非常に安いからということで、イニシャルコストの部分については町内会の負担

が非常に大きいというようなことで当時補助の要綱をつくったと記憶してございます。で

ありますので、ついた新設の分については上限云々というのはありますけれども、事交換
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に関しましては維持管理経費の中の部分で収めていただきたいというのは私どもの気持ち

でありますけれども、これに関しましては国からも工事価格に適正な今の実勢価格を反映

しなさいというようなこともありまして、入札ですとか、そういう工事関係を過度に業者

さんに負担をかけるようなことのないようにというような通知もしてございます。そうい

ったものを含めまして全体的な金額に対して物価高騰の部分がどの辺までいくのかという

のは、各市町の状況だけでは解決できないことですので、これに関しては交付税措置並び

に補助金に関しては国に要望していかなければなりませんけれども、今言ったような維持

管理経費につきましては一定程度負担をいただくというのが原則ですので、これらの取扱

いについてはこれから全体的に協議をしていかなければならないような案件だと今聞いて

いて思いましたので、私のほうで答弁させていただきます。 

〇委員長 武田 真君 他にご発言ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、１５７ページ、第２項徴税費について質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、１５９ページ、第３項戸籍住民基本台帳費について質疑ありませんか。 

 高田委員。 

〇高田浩子委員 それでは、質問させていただきます。 

 ページは１６２ページなんですけれども、こちらも１２区分の委託料というところで１

６１万９，２００円というところで、金額的に少し多いのかなと思うわけなんですけれど

も、要因について伺います。 

〇委員長 武田 真君 市民生活課長。 

〇市民生活課長 伊藤修一君 戸籍住民基本台帳の委託料の不用額というところのお尋ね

でありますけれども、こちらの不用額が生じた部分につきましては戸籍住民基本台帳に要

する経費のうちの繰越明許分、こちらは３システムの委託料でございますが、戸籍システ

ム委託料と戸籍付票システム改修委託料、この２つにおいて実際予算額に対しまして作業

を実施する前に、作業工数、システム改修ですので、作業の手間、システムエンジニアが

どのぐらい手をかけるかというところの工数が少し減ってきたということで、その金額で

契約をいたしまして、支払いに至って委託が完了しているんですけれども、戸籍システム

改修委託料で１３５万３，０００円の残、それから戸籍付票システム改修委託料の執行残

が２６万４，０００円ということで、ほぼこの２つで占めているというところでございま

す。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 というところで予定よりも減ったというような、作業工程が減ったとい

うようなこと、今お話がありましたけれども、どういったことを予測していたけれども、

大丈夫だったということなんでしょうか、伺います。 
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〇委員長 武田 真君 市民生活課長。 

〇市民生活課長 伊藤修一君 この戸籍システム作業、前年度から繰越しですが、その時

点ではどのような作業内容でというところがいま一つはっきりしない部分があったという

ところでありまして、それらも起因しまして繰越しという形でシステム改修を実施したん

ですけれども、その時点で正式な作業内容が国などから提示されて確定し、それに基づい

て作業工数を組んだところ、予定より少なくて済んだというのが要因になるかと思います。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 工程としてはどのぐらい、何項目とか減ったんでしょうか、１つなんで

しょうか、お示しください。 

〇委員長 武田 真君 市民生活課長。 

〇市民生活課長 伊藤修一君 詳細の工程数についてはここでお答えできる数字をつかん

でおりませんので、ちょっとお答えはできないという状況でございます。 

〇委員長 武田 真君 他にご発言ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、１６１ページ、第４項選挙費について質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、１６５ページ、第５項統計調査費について質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、１６７ページ、第６項監査委員費について質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、１６９ページ、第３款民生費、第１項社会福祉費について質疑ありませんか。 

 山下委員。 

〇山下克己委員 私からは１７７ページ、老人福祉費についてお尋ねいたします。 

 こちらの扶助費の不用額というのはいろいろあるかとは思うんですが、主なものが老人

の生きがいと社会活動に要する経費の敬老助成金なのかなと思うんですが、予算１，０４

８万８，０００円に対して８２２万８，７９０円の決算ということで、２２５万９，２１

０円の支出減となっているかなというところですが、この理由についてお伺いいたします。 

〇委員長 武田 真君 介護福祉課長。 

〇介護福祉課長 斉藤亜希子君 敬老助成券の執行残につきましては、ハイヤー券は利用

した部分が請求されてくるような形になりますので、年度末になるまである程度の予算を

取っておかないと予算が足りなくなってしまうということから、多めに予算措置している

ところでございます。 

〇委員長 武田 真君 山下委員。 

〇山下克己委員 多めに取っているということなんですが、これは予算自体は想定の範囲

内で組んでいるということで理解させてもらっていいのか、何か今年６年度で特別な事情
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があったということではないということでよろしいでしょうか。 

〇委員長 武田 真君 介護福祉課長。 

〇介護福祉課長 斉藤亜希子君 特別前年と大きく変わったことというのはございません。 

〇委員長 武田 真君 山下委員。 

〇山下克己委員 もっと利用していただいて予算を上手に使ってもらえれば市民のために

もなるのかなと思うんですが、その辺の何か手だてというか、周知だとか、啓発とは言わ

ないのかもしれないですけれども、周知的なことというのは６年度で行ってはいないんで

しょうか。 

〇委員長 武田 真君 介護福祉課長。 

〇介護福祉課長 斉藤亜希子君 周知につきましては、４月１日から公布になりますので、

４月１日号の広報と市のホームページ、あと老人クラブ連合会で周知もさせていただいて

おりますし、取りまとめしていただいていた団体については郵送でまたお願いもしており

ます。追加で、期間を空けましてまた広報にも２回追加で掲載しているような形になって

おります。今後においても高齢者が集まる場所とかにおいて周知していければと思います。 

〇委員長 武田 真君 山下委員。 

〇山下克己委員 高齢者の足の問題というのが今いろいろクローズアップされていますの

で、ぜひ有効に活用できるようにやっていっていただければなと思います。 

 終わります。 

〇委員長 武田 真君 沢田委員。 

〇沢田広志委員 私は、社会福祉総務費の１７１ページで、細かいことを書いてあるのは

１７２ページのところ、地方創生臨時交付金事業ということで３本あるんですが、この中

で内容については事務報告書にも載っているので内容的には分かるんですが、ここで少し

教えてほしいことがあるんですけれども、３本、似たような部分ありますけれども、その

中で令和６年度定額減税補足給付金事業ということで対象件数が２，７６７件、受付件数

が２，７１３件ということであったんですが、そもそもここのところだけちょっとお話を

お伺いできればと思うんですが、対象件数と受付件数、これはどうしても差異があるとい

うことで、この辺の要因というのはどのように捉えているのか、先に聞かせていただけな

いでしょうか。 

〇委員長 武田 真君 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 谷地雄樹君 今定額減税補足給付金の対象者数と受付者数の差の部分と

いうことでご質問がありました。こちらにつきましては、対象者の方に対しまして給付金

の通知と確認書をお送りしまして、その後に確認書を返送した方から内容を確認した上で

給付を行っております。一方で、確認書を送ってこられなかった方に対しましては、ある

程度期間がたちましたところで再度通知を送って提出を促しているところでございます。

それでも提出がなかったということについてだと思われますが、そちらにつきましては正
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直僕らも原因についてこうだと断言できるものはないのですが、年代的に見ますと２０代

の方が特に未提出の方が多かったというところは承知しているところでございます。 

〇委員長 武田 真君 沢田委員。 

〇沢田広志委員 本当にいい事業で交付金事業で、今の時代においては必要だということ

で実施されたということも私は承知しておりますけれども、せっかくのこういう機会を案

内を出して皆さんが通知をして、登録しますというか、それを受託しますよということを

してもらえればなと思ったんですが、今のお話だと若い方の部分がちょっとあったのかな

ということで分かりました。 

 それで、次なんですけれども、この中で幾つかありますが、令和６年度物価高騰対応特

別給付金支給の中で住民税非課税で対象件数２，６５９件、受付２，６１７件ですが、そ

の中で辞退とか非該当といった部分で、申込みをしたけれども、要するに辞退もしくは非

該当といったことになってしまったということはあるんですが、この辺、件数的には７件

というはっきり言ってそんなに多くはないですが、この辺のこのようなことになるという

要因というか、理由なのかな、この辺もこの機会に聞かせていただけないでしょうか。 

〇委員長 武田 真君 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 谷地雄樹君 対象にならなかった方についての要因ということですが、

例えばですけれども、辞退という意思表示をされるという方も過去にはいらっしゃいまし

た。それ以外に関しましては、特に回答がないことについての理由についてこちらから確

認まではしておりませんので、正直承知はしていないところでございます。 

〇委員長 武田 真君 沢田委員。 

〇沢田広志委員 私は、辞退だとかという部分は個人の判断だとあるんですけれども、非

該当だとか、もろもろの理由の中でという部分については、市サイドの対象としてなるか

どうかという、この確認ができなかったと受け止めていいのか、じゃなくてそもそも対象

件数で案内を出しているから、対象だということは、この辺は皆さん対象なんだよという

ことでやっているので、この辺をもうちょっと、私も分かり切れない部分があるので、詳

しい部分を聞かせいただければありがたいと思うのですけれども。 

〇委員長 武田 真君 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 谷地雄樹君 対象に関してのお話ですが、当初非課税世帯への給付金に

つきましては、要件としてほかの課税世帯の扶養に入っていないということが条件になっ

ております。当初こちらから確認書を送る際には、例えば市外の方の扶養に入っていると

かで私どもでは承知していない状況もございます。それに関して、確認書を送って、ほか

の自治体の扶養に入っていると確認が取れた方は対象外になるといったケースもございま

した。 

〇委員長 武田 真君 他にご発言ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 次に、１８１ページ、第２項児童福祉費について質疑ありませんか。 

 高田委員。 

〇監査委員 中村一久君 それでは、児童福祉費について質問したいと思います。 

 ページ数は１８４ページ、結婚新生活支援補助金というところで計上されておりますけ

れども、実績についてまず伺いたいと思います。 

〇委員長 武田 真君 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 作田哲也君 結婚新生活支援補助金の令和６年度の実績ということで

ございますけれども、令和６年度の実績につきましては８件となっております。内訳とし

ましては、補助の上限額が夫婦ともに２９歳以下とそれ以外ということに分かれておりま

して、夫婦ともに２９歳以下が６件、それからそのほかが２件となっております。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 というところで、こちらは入籍したときにまず市民生活課に行くかと思

うのですけれども、そのときにまず案内したということでよかったんでしょうか。 

〇委員長 武田 真君 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 作田哲也君 入籍する前、婚姻届を提出される際には戸籍の窓口に事

業のチラシを配置しておりまして、それを一緒に配布していただいてご案内しているとい

ったところでございます。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 ほかにはどのような周知をしたんでしょうか、伺います。 

〇委員長 武田 真君 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 作田哲也君 事業の周知についてなんですけれども、広報すながわで

すとか市ホームページのほか、先ほど言った婚姻届の際には戸籍の窓口でというところと、

同様のチラシを市内の不動産会社ですとかホテル、写真館、貸し衣装店といったところに

も配置をさせていただいているところでございます。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 というところで、まず入籍したときよりも、その前に知っていたほうが

砂川へ行こうかなとか、そういう形にもなるかと思いますので、今後も周知方法について

はもう少し検討していっていただきたいと思います。 

 続きまして、１８６ページの子ども発達支援費、３項についてですけれども、地域療育

推進協議会に要する経費というところで講師等謝礼について、９万円計上されております

けれども、内容についてはどのような内容になったんでしょうか、伺います。 

〇委員長 武田 真君 子ども通園センター所長。 

〇子ども通園センター所長 東海林義孝君 地域療育推進協議会の講師の内容ということ

でございますけれども、令和６年度は３回、研修会、学習会を実施しておりまして、それ

ぞれ外部講師の方をお呼びしまして研修会、学習会を開催しているところでございます。 



 －14－ 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 ということは３で割った金額なのかなと思うわけなんですが、そのこと

と会場等借り上げというところで３回、その会場を市内で借りて研修をしたということで

よかったんでしょうか、伺います。 

〇委員長 武田 真君 子ども通園センター所長。 

〇子ども通園センター所長 東海林義孝君 まず、講師謝礼の金額につきましては、令和

６年度は講師謝礼金についてはお一人３万円ということで、それぞれ３回分ということに

なっております。会場使用料につきましては、研修会、学習会、合わせて３回やっており

ますけれども、そのうちの１回、学習会については地域交流センターゆうで開催しており

ますので、そちらの会場使用料等になっております。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 というところで、３回のうち１回はゆうで、ゆう以外はどちらでやられ

たんですか。 

〇委員長 武田 真君 子ども通園センター所長。 

〇子ども通園センター所長 東海林義孝君 砂川市役所の大会議室で開催しております。 

〇高田浩子委員 分かりました。 

 続きまして、１８８ページで子ども通園センターの運営管理に要する経費の中のプール

等設備改修工事費というところで計上されております。こちらも予算で計上されていたこ

とではありますけれども、プールというところで、春からやったので、間に合ったのかな

とか、その点が考えられるんですけれども、利用に当たっての影響についてはいかがだっ

たんでしょうか、伺います。 

〇委員長 武田 真君 子ども通園センター所長。 

〇子ども通園センター所長 東海林義孝君 プール改修工事の工期なんですけれども、一

応期間につきましては施工業者と夏の利用に間に合うようにということでスケジュールを

調整していただきまして、５月末から改修工事が始まりまして７月の下旬頃には改修工事

が終了しております。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 というところでは、そもそも７月の下旬前にはプールを使う予定をして

いなかった。後半からしか予定していなかったという理解でよかったですか。 

〇委員長 武田 真君 子ども通園センター所長。 

〇子ども通園センター所長 東海林義孝君 その年の夏の外の水遊びにできるだけ間に合

うようにということで、工事は早めに進めてもらったということでございます。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 今年の夏は、７月の頭からすごく暑かったですよね。というところにな

りますと、例年７月の下旬では遅い可能性もありますので、今後もそういう気候等、この
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ときは改修していましたから仕方ないんですけれども、気温に合わせて行っていっていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

〇委員長 武田 真君 沢田委員。 

〇沢田広志委員 私は、１９２ページのすこやか子育て応援事業に要する経費の乳児すこ

やか応援クーポン券補助金ということで、このことについてお伺いをしたいと思います。 

 まさに令和６年は、市長が子育てのために頑張っていこう、子育てするなら砂川という

ことで銘打った年の始まりであり、さらには乳児すこやか応援クーポン券補助金はそもそ

もは前年度までされていたおむつ無料クーポン券支給事業、これを拡大していったという

ことで私も承知させていただいております。そこで、もう少しこの結果として詳しく聞か

せいただきたいと思うんですが、乳児すこやか応援クーポン券補助金、支給世帯が令和６

年度では８２世帯で支給枚数が３，７８０枚、使用枚数が４，０９８枚ということで、金

額については決算書に載っているとおりでありますけれども、そこでお伺いをしておきた

いと思うんですが、恐らくこれはもともと砂川に住んでいる子供さんと、あと転入をして

きた子供さんの関係もあるから、支給世帯の関係と支給枚数の関係の差異というのかな、

出てきているのかなと思うんですが、というのはこれは支給枚数は乳児１人当たり６０枚

ということでうたっておりますから、この世帯からいくとちょっと差異があるのかなと思

うんですが、この辺の理由というか要因、あるのであればちょっと聞かせていただきたい

と思うんですが。 

〇委員長 武田 真君 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 作田哲也君 支給枚数につきましては、もともと砂川にいらっしゃる

方は生まれますと６０枚ということになりますけれども、途中で転入してくる方ですと月

割りということになりますので、具体的な数字はすみません、押さえてはいないんですけ

れども、６０枚から目減るというような形でのことになりますので、単純に６０掛けると

いうことにはならないというところでございます。 

〇委員長 武田 真君 沢田委員。 

〇沢田広志委員 ありがとうございます。強いて言うと支給世帯はその年に使われた世帯

数で、ただ転入だとか転出の関係もあるかと思うので、それによって支給枚数には差異が

出てくるということでよろしいということで受け止めておいていいですね。 

〇委員長 武田 真君 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 作田哲也君 委員さんおっしゃるとおりでございます。 

〇委員長 武田 真君 沢田委員。 

〇沢田広志委員 それで、最初にお話をさせていただきましたけれども、今回のこの乳児

すこやか応援クーポン券、令和６年度から初めてスタートした部分で、対象品目について

も従前のおむつということから、おむつ関連用品から授乳関連、離乳食関連、医療関連、
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その他といったことで対象品目がかなり多岐にわたった部分があったのかなと思うんです

が、ただこれを利用できる店舗等についてはホームページにも掲載されておりますから、

対象店舗はここなんだなというのは分かるんですが、そもそもこの利用券を使われた部分

で市としては利用された枚数だけを確認しているだけなのか、もしくはこういうことでも

使われていますよといったことが令和６年度においては押さえていたのかどうか、この辺

聞かせていただけないでしょうか。 

〇委員長 武田 真君 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 作田哲也君 確認につきましては、それぞれの店舗から使用枚数が何

枚かという部分での請求というか、申請が上がっての支払いということになりますので、

利用された内容までは、すみません、押さえていないところでございます。 

〇委員長 武田 真君 沢田委員。 

〇沢田広志委員 分かりました。利用枚数、要するに詳細については押さえていないとい

うことで、これは令和６年度の決算なので、これ以上聞くというと大変難しいところがあ

るのでなんですが、要するに令和６年度の決算を通して、できれば今後、各店舗で可能な

のかどうかも確認しながら、例えばこのクーポン券を利用した部分でどういったものに、

市としては対象品目を大きく、その他も含めれば５項目ぐらいにしておりますから、最低

限この５項目ぐらいで使われていますよということが分かれば、今後、今の子育ての第３

次計画もたしか令和７年度から始まっていますから、次のことを含めながら、やっぱりデ

ータとして必要になってくるというか、あるほうがどういう利用の仕方をしているか分か

って、このことについてもっと考えましょうということにつながるのではないかと思うん

ですが、この辺令和６年度の状況を通しながら、私がお話をしたことはどう受け止めてく

れるのか聞かせていただけないでしょうか。 

〇委員長 武田 真君 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 作田哲也君 内容については委員さんおっしゃるとおりだとは思いま

すけれども、いかんせん店の対応というものもございます。例えばドラッグストアですと

おむつも売っていれば玩具的なものも売っているところもございます。そこでレジの段階

で振り分けられるかといった店の対応というものもあると思いますので、今後その部分に

ついては確認を取りながら、やれるところはやっていきたいと考えております。 

〇委員長 武田 真君 沢田委員。 

〇沢田広志委員 このことについてはすばらしい事業だと私は受け止めておりますので、

こういったことで今後令和６年度を通しながら、もう令和７年は動いておりますけれども、

次年度に向けて何がしかの形としてしっかり受け止めながらやっていただきたいなという

ことを話して終わります。 

〇委員長 武田 真君 他にご発言ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 次に、１９７ページ、第３項生活保護費について質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、１９９ページ、第４項災害救助費について質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、２０１ページ、第４款衛生費、第１項保健衛生費について質疑ありませんか。 

 高田委員。 

〇高田浩子委員 それでは、質問したいと思います。 

 ２０４ページになります。２０４ページの生活習慣病予防に要する経費というところで、

若年者生活習慣病予防健診委託料と産後生活習慣病予防健診委託料いうところで資料には

合算しているのかなと思ったわけなんですけれども、内訳について伺いたいと思います。 

〇委員長 武田 真君 ふれあいセンター所長の答弁については休憩後に行います。 

 １０分間休憩いたします。 

休憩 午前１０時４９分 

再開 午前１０時５６分 

〇委員長 武田 真君 休憩していた会議を再開します。 

 高田委員の質疑に対する答弁を求めます。 

 ふれあいセンター所長。 

〇ふれあいセンター所長 佐藤哲朗君 事務報告で若年者生活習慣病予防健診として大人、

子供、産後とまとめて３２件ということで報告しておりますので、その内訳ということで

ございます。内訳としましては、小学５年生が１２人、中学２年生が１２人、あと大人、

２０歳から３９歳の方が４名、そして産後が４名ということになっております。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 というところで、人数的には割と少ないのかなとは思うわけなんですけ

れども、想定していた見込みと差についてあったんでしょうか、伺います。 

〇委員長 武田 真君 ふれあいセンター所長。 

〇ふれあいセンター所長 佐藤哲朗君 人数的には少ないという状況ですが、例年ですと

同じような形で子供に関しては１５％ということでなっています。中学２年生については

今回初めてということでしたけれども、１１％ということで、ほかの子供の健診に限らず、

大人の健診と比べましても低いではありますけれども、このぐらいの数が実際始めてから

の経過としてなっていますので、多い分には大変いいことなんですけれども、実態として

はこの前後で今のところは推移しているかなと思っております。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 というところで、やはりお話にもあったように人数が少しでも増えるよ

う取り組んでいっていただきたいと思います。 

 以上です。 
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〇委員長 武田 真君 他にご発言ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、２１３ページ、第２項清掃費について質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、２１７ページ、第５款労働費、第１項労働諸費について質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、２１９ページ、第６款農林費、第１項農業費について質疑ありませんか。 

 高田委員。 

〇高田浩子委員 それでは、質問したいと思います。 

 ２２４ページになります。こちらの真ん中辺りにあります１８区分というところで、負

担金補助及び交付金というところで２９９万７，６２７円というところで金額的にちょっ

と多いのかなと思うんですけれども、要因について伺います。 

〇委員長 武田 真君 農政課長。 

〇農政課長 奥山雅喜君 農業振興費の負担金補助及び交付金の不用額２９０万円ほどの

要因と詳細についてというご質問だったと思います。主に３つの補助金の執行残によるも

のでありまして、１つはこちらに支出がなく、記載されていませんけれども、農業経営体

支援補助金、こちらが約１００万円の執行残があります。また、２２２ページの施設園芸

渇水対策支援補助金、こちらも約１００万円、また２２６ページの施設園芸生産基盤緊急

支援事業補助金繰越明許分が８０万円の執行残となっており、合わせて約２００万円ほど

となっております。 

 詳細についてでありますけれども、農業経営体支援補助金につきましては、こちらは既

存の農業者が規模拡大を図る上で必要な農業器具などを導入する場合の補助金でありまし

て、申請があった場合、補助上限額が１件１００万円となっていること、また農業者から

申請の相談を当時受けておりまして１件分を確保しておりましたけれども、申請が年度中

にはなかったということであります。２つ目の施設園芸渇水対策支援補助金は、先ほどの

農業経営体支援補助金と同じなんですけれども、こちらの内容については改良区ですとか、

あと河川水利のない地域におけるため池の造成など、そちらに対する補助金であります。

こちらも農業者の方から申請についての問合せ等を受けていたんですけれども、１件分を

確保しておりましたが、年度内に申請がなかったということであります。３つ目の施設園

芸生産基盤緊急支援事業補助金についてでありますが、こちらは道が国の地方創生臨時交

付金を活用して令和５年１２月に急遽制度化したものでありまして、事業完了期限を今年

の令和７年３月末としていたことから、令和６年３月に補正しまして繰越明許分として令

和６年度に執行したものです。ハウスを覆い、光や熱を遮るフィルムを購入する単価減で

すとか、あと申請予定でありましたハウスの数が減ったことによる執行残になったことで

ございます。 
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〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 ただいまのお話の中でハウスについてのお話がありました。ハウスをほ

かも予定していたけれども、申請しなかったというような話もあったんですけれども、ハ

ウスについて単価というようなお話もありましたけれども、それがハウス数減というよう

な話もありましたけれども、要因について考えられることはあるんでしょうか、伺います。 

〇委員長 武田 真君 農政課長。 

〇農政課長 奥山雅喜君 施設園芸生産基盤緊急支援事業補助金の減になった詳細につい

てのご質問だと思います。当初は農家さん７件の申出をいただいていまして、内訳として

はハウスを覆って光や熱を遮るフィルムを購入したいというハウスが４０棟で、あと気象

条件に合わせてハウスの中を自動換気する、ハウスを開けたり閉めたりするというシステ

ムを導入したいというハウスが２棟ありました。ただ、結果は農家さん７件申出あったと

ころ６件の申請で、先ほどのフィルムのハウスは３７棟、そして自動換気のシステムがゼ

ロ棟ということで、農家さん１件が途中でキャンセルしまして、フィルムのハウスがマイ

ナス３棟、あと自動換気システムを導入したいという２棟がゼロ棟になったということが

主なマイナスの執行残の原因になったと考えております。 

〇委員長 武田 真君 他にご発言ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、２２７ページ、第２項林業費について質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、２２９ページ、第７款商工費、第１項商工費について質疑ありませんか。 

 高田委員。 

〇高田浩子委員 それでは、商工費について質問したいと思います。 

 ２３２ページなんですけれども、こちらも１８項目の負担金補助及び交付金について７

６９万７，１３０円というところで金額が少し大きいのかなと思うわけなんですけれども、

要因について伺いたいと思います。 

〇委員長 武田 真君 商工労働観光課長。 

〇商工労働観光課長 阿部範明君 負担金補助及び交付金の不用額についてでございます。

こちらにつきましては、まず特に保証融資利子補給交付金というのがございまして、こち

らが中小企業さんの運転資金や設備資金、こちらに係る利子補給や保証金、保証料といっ

たものにつきまして補助するものでございます。こちらにつきましては見込額を９３４万

８，０００円としていたところでございますけれども、実際設備資金の部分の件数、こち

らの部分が上半期と下半期で分けますと下半期の部分で件数に大きな影響はなかったんで

すけれども、高額の融資額、こちらの部分が少なくなったといったことが大きな不用額と

なった要因になっているところでございます。運転資金につきましては、件数は増えたと

ころでございますけれども、実際融資額が少なかったこともございまして不用額としては
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発生していないところでございます。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 事業の内容について今お話があったんですけれども、全体的にその中で

も主な事柄というのは今話したことで全部なんでしょうか、伺います。 

〇委員長 武田 真君 商工労働観光課長。 

〇商工労働観光課長 阿部範明君 交付金、補助金や負担金といったものにつきましては、

大きく１３事業ございますが、そのうち６事業の内訳の中の今１つ申し上げました保証融

資利子補給交付金が、最大の不用額が発生した部分でございます。さらには、プレミアム

商品券の発行事業補助金といったものにつきましても、これも見込んでいた発行のセット

数よりもやや少なくなったことから不用額が生じたものがございます。あともう一点ござ

いますのが、大きな部分で申し上げますと中小企業等の振興補助金、こちらにつきまして

見込んでいた部分、家賃の補助の関係が当初１２か月分ぐらいを見込んでいたんですけれ

ども、実際は４か月程度でとどまってしまったといった部分の執行残が不用額につながっ

たところでございます。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 というところで、今のお話の中にもあったのかもしれないんですが、保

証融資について見込みの件数と実際の件数、どのように違いがあったんでしょうか、伺い

ます。 

〇委員長 武田 真君 商工労働観光課長。 

〇商工労働観光課長 阿部範明君 特に先ほど申し上げました運転資金と設備投資の資金、

こちらの設備の資金について高額の融資額、これにつきましては２件を想定していたとこ

ろなんですが、実際はゼロ件になりました。その１件当たりの保証料と利子補給につきま

しては、１件につきまして大体１６０万円程度が不用になるというか、１件あるないでそ

れぐらいの差異が出てきます。それにつきまして２件相当ございますので、３１０万程度

ですか、そちらが不用額になりました。それ以外の資金の融資の額のランクというところ

があるんですけれども、それぞれで細かく、若干ですけれども、不用額が生じたものの積

み重ねが総額としまして５６８万４，５８９円の不用額となったところでございます。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 ただいまお話にあった２件についてなんですけれども、それは申請した

いというような見込みというか、今年度に申請したいんですみたいなお話はあった上での

話なんでしょうか、伺います。 

〇委員長 武田 真君 商工労働観光課長。 

〇商工労働観光課長 阿部範明君 申請したいかどうかといったところにつきましては、

事前に補正予算を組むところで当時判断したところでございますけれども、金融機関と、

詳細についてはもちろん教えていただけないところではあるんですけれども、おおむねこ
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れぐらいの融資の予定がありますとか、そういったところを積み上げた結果になるんです

が、ただしかし突発的な設備投資をしたいという事業者さんもいるかと思います。そちら

に関しての予算確保といったところも含めて必要枠として押さえさせていただいたところ

で、結果としては申請がなかったものということになっているところでございます。 

〇委員長 武田 真君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 ２３２ページの地域おこし協力隊に要する経費をお伺いします。 

 これは、予算でいくと１，９００万円を超える予算だったんですけれども、実際決算で

は９７０万円という大きな差が出ています。この辺の要因を教えてください。 

〇委員長 武田 真君 商工労働観光課長。 

〇商工労働観光課長 阿部範明君 予算との差異ということでございますけれども、地域

おこし協力隊に要する経費につきましては、報酬から含めて多岐にわたって予算組みとし

てあるところでございまして、こちらの部分につきまして実際採用したい人数といったと

ころ、応募が少なかったということもありまして、その部分での地域おこし協力隊に関す

る報酬の部分が減額になったというところも含めて当初予算からの減につながったものと

理解しております。 

〇委員長 武田 真君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 差が大き過ぎるでしょう、予算と比べると１，０００万も違ってしまう

というのは。たしか予算のときは６人ということだったと思うんですけれども、結局決算

では２人しか地域協力隊員が、この商工に関して２人ということのようなんですけれども、

ずっと続いていませんか、商工に関しての地域おこし協力隊というか、また一般質問と言

われると困るけれども、全体的に砂川市の地域おこし協力隊、なかなか居着いてくれませ

んよね。今商工で６人の予算が２人というのは本当に何かあるんですよ、これ要因がきち

んと。それは多少なりとも調べたものなのか、どういう要因だったのか教えてください。 

〇委員長 武田 真君 商工労働観光課長。 

〇商工労働観光課長 阿部範明君 ６名が２名だという現状でございます。こちらにつき

ましては、採用の方法といったところが特に大きな要因かとは思われますが、商店街の魅

力発信のプロジェクト、この担当を欲していると、そして地域ブランド推進プロジェクト、

こちらの担当も欲していると、それが合計６名いることによってまちなかの活性化につな

げていただくため、そしてその先には定住していただいて起業していただくといったとこ

ろに絞り込んで、特定の事業として絞り込んだことによって採用者が少なかったというと

ころが一つの要因かと思われます。 

 ただ、全国的に見ましても、令和６年度末でございますけれども、地域おこし協力隊の

人数は７，９１０名と統計では取られておりまして、その中でも、これも全国的に悩みど

ころというか、なかなか応募が来ないといったところの現状、こういったところは情報発

信、特に小さなまちといったところにつきましては情報が埋もれて、応募する方が目につ
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かないといったような現状もあるかと思います。こちらについては、ジョインという情報

発信のツールを使った中で随時発信してきているところではございますが、そこについて

も強化をしていくことによって少しでも採用人数を増やしていければなと考えているとこ

ろでございます。 

〇委員長 武田 真君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 募集する内容を絞り込んだとおっしゃいましたよね。だから、人数が少

なかったんだというお話なんですけれども、そこがどうも分からないんですよ。私が聞く

限りは、地域おこしをこれまで終わる人たちから何人も聞いてきていますけれども、砂川

市は何を求めて地域おこし協力隊を募集しているのかが結局分からないという声が多いで

す。この年度のようにテーマを絞り込んで募集したから人数が少なかったんじゃないかと

いうお話なんですけれども、そこはどうも地域おこし協力隊で来ようとすることと、だと

すればなんですけれども、地域おこし協力隊が求めてこようとすることと行政が発信して

いることとに違いがあるのではないかと思うんですけれども、そういうことを実際感じら

れることはないですか。 

〇委員長 武田 真君 商工労働観光課長。 

〇商工労働観光課長 阿部範明君 違いがあることについては、そういったお声がほかの

まちではあることも実は承知しておりまして、ただ砂川市としましては中心市街地を何と

か活性化していきたいといったところの人材不足、そこに特化したところで盛り上げてい

きたいという思いの中で絞り込んでいると、特に商店街の魅力発信といったところで。そ

して、それを発信することが全国的に知名度を引き上げるということを想定した中での枠

組みとして担当を設けさせてもらいたいと考えているところで、方向性、考え方としては

間違っていないのかなとは思っておりまして、かつ地域ブランドの部分につきましても、

スイートロードといったところが知名度はかなり高いものかと思います。こちらの発信力

をさらに上げていくために、そしてブランドを推進していくといったところでやはり人材

の不足を市としては考えております。そちらについての担当として何とか応募をしていた

だきたいという思いから、一貫してこれまで継続してきている事業と認識しているところ

でございます。 

〇委員長 武田 真君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 今商工に関しての地域おこし協力隊の方々は、中心市街地を活性化させ

ることとブランドの推進をするということのようですけれども、これで任期が終わった後、

ここに定住できるような仕事が持てると思われていますか。 

〇委員長 武田 真君 商工労働観光課長。 

〇商工労働観光課長 阿部範明君 仕事を起業できるかどうかというお話かと思いますけ

れども、こちらについてはもちろん個人のバイタリティーの部分もあるかと思います。そ

して、過去には市内の事業所さんに就職されたといった方、これはこの３年間の任用期間
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を経て判断が揺らぐ部分ももちろんあったりするかと思いますが、基本的には砂川市に来

ていただける、定住いただけるといったことが先にあって砂川市を見つけていただいて、

そして結果的に採用させていただいたという形になるので、当初の思いといったところが

継続されれば起業にもつながるのかなとは考えているところでございます。 

〇委員長 武田 真君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 予算で６人だったのが２人だった。結果としてどういう影響が出たんで

しょう。 

〇委員長 武田 真君 商工労働観光課長。 

〇商工労働観光課長 阿部範明君 やはり人数が少ないというところで発信力といったと

ころ、そこはまず市内に目を向けた部分でいきますと、市内に足を運ぶといったところで、

そこでの人間関係の醸成といったものがなかなか２人の中では少ないのかなと。それを多

くなってほしいといったところが６名を目指しているところでございます。そして、６名

になることによってその発信力が先ほども申し上げたように強化されるというようなこと

につながることによって砂川市をより全国的に知名度を上げていきたい。それが砂川市の

知名度を上げることによっていろいろな物産関係、地場産品関係がこういうものがあるの

だと改めて認識いただくことによって、それを契機に採用された方じゃなくても企業誘致

含めてしていただく方が増えることを期待して事業を進めているところでございます。 

〇委員長 武田 真君 経済部長。 

〇経済部長 野田 勉君 補足して説明いたします。 

 まず、影響でございますけれども、６人予定していたところが２人ということで、イベ

ントとかの事業を実施する上でやはり少し影響があったと考えております。これがもう少

し人数がいれば、発信力、またイベントの企画とかも充実できたのかなというところが反

省点でございます。 

 それと、先ほどの人数が足りない、何でだろうかというところでございますけれども、

昨年実は１人応募された方がいらっしゃいました。ただ、ジョブマッチングといいますか、

私どもが希望している内容と本人が希望しているものと少し相違、差異があると、本人が

やろうとしていることと私どもが希望していることと若干ずれがあったものですから、そ

れで不採用になってしまったということがございました。私どもも昨年までのことを踏ま

えながら、今年は、ちょっと決算とはずれるかもしれませんが、すないるができて、今の

地域おこし協力隊の数を見ていただければ分かると思いますが、あそこを場にして活動で

きるということが発信されておりますので、それらを考えた中でさらにどういった事業が

できるのかということをＰＲしながら、うまく募集していきたいなと考えているところが

１つ。それから、今まではジョインというところだけを使いながらやっていましたが、ほ

かでも募集しているということをもう少し広げながら発信して、また情報も新しくしなが

ら、発進力を高めて採用できる人数を増やしていきたいと考えているところでございます。 
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〇委員長 武田 真君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 地域おこし協力隊というもののそもそもの目的は、やはり定着をしても

らう、定住してもらうということだと思うんです。今までずっと起業を何とかしてほしい

と、実際起業されて、今も一生懸命頑張っている人もいます。でも、それはごく一部の人

たちで、ほとんどが自分のやることができずに、それから終わった後に何を暮らしの糧に

していくのかということが見つからずに、このまちを涙ながらに去っていくと、このまち

はとても好きだけれども、このままでは食べていけないという話の中でみんな帰っていく

んです。こういうことをするというのは、逆に砂川市のイメージを私はおとしめるだろう

と思うので、しっかりと、募集するのなら、６人で予算組んだのなら、やはり６人確保で

きるような努力をしてほしかったし、なぜこういう決算でも大丈夫なのだろうと私は思っ

てしまうんですけれども、もう一回この年度でどういう努力をされたのか、教えてくださ

い。 

〇委員長 武田 真君 商工労働観光課長。 

〇商工労働観光課長 阿部範明君 募集に係る努力の部分についてですけれども、こちら

につきましては採用された方の活動を介して発信していくといったところが１つになるか

と思います。道内外の視察や移住交流フェアへの参画、そしてご自身として開業に向けた

講座の受講、そういうプログラム、カリキュラムがありまして、それに係る部分の知識の

習得、これがご本人の起業に向けたノウハウにつながり、そしてそれが醸成することによ

ってほかの方についても砂川市はこういう結果が出たんだと発信できる力を持っていくこ

とが期待して望むべきところで、そこに対する予算は確保させていただいているところで

ございますし、かつ対外的に市外で行われる、これも繰り返しになりますけれども、物産

フェア等でブランドの推進といったところも進めておりますので、そこで自ら地域おこし

の方がその活動に資していただくことによってそれが情報発信につながり、理解力につな

がり、そして砂川がいいところだと知っていただく契機になるかと思いますので、その部

分で進めてきていることによって何とか確保していきたいところでございます。 

〇委員長 武田 真君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 目的をもっとしっかり出してあげたほうがいいと思うんです。今までの

答弁の中で、中心市街地の活性化をさせる、ブランドの推進をする、分からないですよ、

これ何のことって。これで応募してくれるという人は、よっぽどだなと、逆に言うとね。

これじゃ分からない、どういう仕事なのか、何やったらいいのか分からないじゃないです

か。このときもそうだと思うんだけれども、来たけれども、しばらくの間は役所の中に勤

めているという状態だったと思うんですね。何でこういうことを毎年毎年繰り返して今ま

でやってくるんだろうと私は思います。部長、答えますか。 

〇委員長 武田 真君 副市長。 

〇副市長 井上 守君 私も課長時代に地域おこし協力隊の事務をやっていまして、小黒
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委員さんに地域おこし協力隊の就職活動に対して非常に冷たいんじゃないかというご批判

もいただいた経験もあるんですけれども、最近の地域おこし協力隊は定住してという要望

が非常に多くて、本来の目的の定住というものを面接の段階からやっています。それから、

委員さんご指摘の砂川のＰＲ活動ですか、その部分については今担当から、的を絞ってと

いいますか、非常に課題を絞ってというようなことでありましたけれども、これまでは割

と大きいウイングの中で動いていたと思うんですが、やはりそういった指摘もありまして、

絞ってみたというようなことでございますけれども、なかなか採用に至らない。応募者数

は非常にあるんです。非常にたくさん経験されている方がいろいろな経験の中で応募して

くるんですけれども、なかなかそれが我々の言う中心市街地の活性化の部分ですか、そう

いうところに合致してこないということがあります。 

 それで、最近ちょっと報道があったものが、上砂川町の地域おこし協力隊は言ってみれ

ば何をやってもいいんだというようなところの動きがありまして、来てから何か自分のや

りたいことを見つけるという方法に切り替えたら７割程度の定着が生まれたというのも実

際あります。一方で、これはまちを言っていいか分かりません、深川とかでは指定項目を

すると１０％程度の定着率しか生まれないというようなこともありますので、今その制度

が始まってもう相当たっていると思うんですけれども、平成の２０年代に地域おこし協力

隊の制度ができまして、給与体系も公務員並みに昇給もしていくような状態で採用はして

いるんですが、やはり身分は会計年度任用職員ということでございまして、そこにいきま

すと行政の補完であってはいけないというのは、当然委員さんもご指摘いただきますけれ

ども、そういった部分では余剰の人員というようなことではなく、実際の職員並みに給料

も払っていますので、やっていただきますけれども、それがなくても我々の正職員の中で

ＰＲは当然やっていきますし、協力隊の仕事を地域の中でどんなものがあるかというのは、

その定着に対する協力隊のＰＲ度というのもやはり採用のときにやっていますので、そう

いったものの中で採用させていただいています。 

 ただ、採用しても本業の営業の方たちがなかなか苦戦する中で、新規の方たちがそれを

なりわいにしてやっていくというのは相当厳しい状況であると思います。その中では、私

どももいろいろな補助制度をつくりながら就業支援をしていっているところでございます

ので、農業はほとんど１００％就業していますけれども、なかなか商業の就業というのは

難しいのかなと思います。それから、サラリーマンで会社にお勤めになるという方も、こ

れは１００％就業してございますので、なかなか商業ベースでというのは、空き店舗の関

係ですとか、担い手の確保ということでありますけれども、そういった部分については今

後も採用を通して地域にどれだけ残るのかということはやっていかなければいけませんの

で、この決算に関する部分でいえば、当初予算のおおむねの人数というんですか、その部

分の予算の計上はしてございますけれども、結果的に２名の採用にしか至らなかったと。

その事務については、若干ＰＲには不足感もありますけれども、一定程度はできたという
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認識でございます。 

〇委員長 武田 真君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 だって、もしそれならおかしいじゃないですか。６人予算組んでやろう

とした事業があったのに、３分の１しか来ないでもそれなりにできたと、一体何なんです

か、その答弁は。だったら、最初から２人の予算でいいんじゃないんですか。６人募集し

て予算化するというなら、それなりのしっかりとした目的があってやろうとしたから予算

づけしたんでしょう、１，９００万円も。幾ら国のお金だって、砂川市に何の損害もない

としたって、役所の姿勢ですよ、考え方ですよ。それが通じるんですよ。こういう姿勢は

ぜひやめてほしいし、きちんと６人採ろうとするのならば、それに向かっての努力をきち

んとした上で、こういう効果がなかったですというのが普通じゃないですか。６人募集し

たけれども、２人でもそれなりの効果ありましたと、そんな答弁だったら最初から２人で

よかったんですよ。 

〇委員長 武田 真君 副市長。 

〇副市長 井上 守君 私の答弁の中で何でもなかったと言ったつもりは全然なくて…… 

〔「全然なんて言っていないでしょう」との声あり〕 

 私は、一定程度の事業はできたということでお答えをしました。事市外に関するＰＲに

関しては、若干やはりそれは手薄だったということでご答弁させていただきました。経済

部長からすないるの件もありましたけれども、それのオープンに向けて本来しなければな

らない部分については相当やはりあったかと思いますけれども、それは現場の中でそれを

吸収したというようなことでご理解いただきたいと思います。 

〇委員長 武田 真君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 現場の中で吸収したってどういうことですか。どういうことですか、そ

れ。 

〇委員長 武田 真君 副市長。 

〇副市長 井上 守君 現場の中で吸収したというのは、当初予算で例えば地域おこし協

力隊にお願いしなければならない部分について、それからＰＲの部分について不足となら

ないよう現場の中で吸収した、実際に発信したということでご理解いただきたいと思いま

す。 

〇委員長 武田 真君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 だったら、２人でよかったということなんでしょう。 

〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇委員長 武田 真君 暫時休憩します。 

休憩 午前１１時３６分 

再開 午前１１時３６分 

〇委員長 武田 真君 休憩していた委員会を再開します。 
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 他にご発言ありませんか。 

 沢田委員。 

〇沢田広志委員 私は、企業誘致費の関係で２３２ページ、企業誘致に要する経費の中で

企業誘致旅費ということで７７万７，１３０円ということで計上されております。そこで、

企業誘致旅費ですから、企業訪問をされたのだろうなと思っております。事務報告書の中

では、企業訪問として８月５日、６日が東京都と新潟県、９月２７日、２８日が東京都と

いうことで企業訪問されているんですけれども、この辺企業訪問した内容と、それと結果

的な部分というのはどういう形だったのか聞かせていただけないでしょうか。 

〇委員長 武田 真君 商工労働観光課長。 

〇商工労働観光課長 阿部範明君 旅費に係る部分での企業誘致に向けた取組でございま

す。こちらにつきましては、令和６年度に訪問先としまして１５か所、８日間をかけて行

っているところでございます。主に東京、そして新潟といったところの県等に伺っている

ところでございます。北海道に東京事務所といったところがございまして、そちらにつき

まして首都圏における企業動向、こういったところを情報収集するために伺っているとこ

ろであります。現地じゃないとお聞きできないことも多分にございますので、まずそこで

の人材誘致の取組についてといったような意見を交換させていただいていると。それにつ

いて必要な資料等をどこの例えば金融機関に対して提供すべき、それは融資に係る部分で

もつながりますので、そういった金銭面の部分についてもつながりを保てるように情報発

信できるような形で企業訪問をした上で対策に資しているといったところでございます。 

 あとは、観光事業に係る部分にも実はつながるところではあるんですけれども、実際伺

った企業さんが観光に特化した事業者さんといったところもありまして、そういったテナ

ント関係、ブースの関係の設備関係、そういったところの準備を含めた対応についての見

解をお聞きしたりとか、さらに冬のオアシスパークの利用といったところも含めて、ワカ

サギ釣りとかも含めてそういったところの関連企業さんとの提携を結べないかとか、そこ

はまだ検討の段階ではございますけれども、そういった多種多様な企業さんにお伺いをし

た中で意見をお聞きして、実現可能かどうかといったところを含めて訪問させていただい

て情報を収集して、それを整理してきているといったところでございます。 

〇委員長 武田 真君 経済部長。 

〇経済部長 野田 勉君 ちょっと具体的に補足させていただきます。私も企業誘致に行

った手前、報告させていただきます。 

 まず、新潟ですけれども、砂川に小売店のある企業の物流拠点をつくりたいという話が

過去にありまして、それが今後どうなって移っていくのか、今こういう状態ですけれども

ですとか、ここを起点にするとこういうメリットがありますというようなことを資料を持

って行ってきたところであります。あとは、主に東京であれば、今ほど課長が申し上げま

したとおり、北海道の東京事務所で企業誘致の部門がありますので、そこに行って、資料
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を持っていきまして、こういうブースがありますですとか、こういうものがありますとか、

こういう補助がありますということを伝えながら、何か企業がありませんか。また、ラピ

ダスの関係もありましたので、こういうメリットがありますので、こちらに何か来ません

かというようなことを説明しながら回ってきたところであります。また、公共的な事業所

なので言えますけれども、日本立地センターというのがございますので、そちらに行って

同じようなことを説明して、こちらに来ていただける企業がないか、こちらのメリットは

こうですというようなことを情報交換しながら情報提供してきたところでございます。 

〇委員長 武田 真君 沢田委員。 

〇沢田広志委員 多岐にわたってたくさん答弁をいただきました。取り組み方のどのよう

な状況かというのは分かりました。そこで、ちょっと絞って、今回事務報告書の中でも８

月５日、６日は東京都と新潟県、２人で訪問数は４社ということと、９月２７日、２８日

は東京都で４人で６社を訪問しましたということで、事務報告書にこう載っているので、

令和６年ですから、この辺りで聞かせいただきたいと思うんですが、そもそも今のお話を

聞いていても基本的に９月５日、６日って土曜日、日曜日なんですよね。北海道東京事務

所なんかだと恐らく土日はやっているのかなと思いながら私は頭の中によぎってはいたん

ですけれども、それと９月２７日、２８日、ごめんなさい、８月５日、６日は土曜日か日

曜日かちょっと定かでない部分があるんですけれども、９月２７日、２８日は２７日が土

曜日で２８日が日曜日で、これはそもそも東京砂川会をやっていたときですから私は分か

っているんですけれども、こういった状況の中で果たしてどうなのだろう。本当に訪問で

きたのかなという部分はちょっと難しいところがあるのかなと思っているんですが、そこ

でそもそも８月５日とか６日、訪問地に行きましたということですが、これは北海道砂川

から東京方面、新潟方面へ行くに当たっては８月５日の当日に行っているんですか、それ

とも前日に入って、そして５日、６日、２日間丸々企業訪問ということをされていたのか

どうか、令和６年度についてちょっと聞かせていただけないでしょうか。 

〇委員長 武田 真君 商工労働観光課長。 

〇商工労働観光課長 阿部範明君 スケジュールのことですけれども、２日にわたってと

いうところで、当日朝入って、そして東京から新潟に向けてというような路線を使って、

そして昼頃に到着した上で企業さんとの意見交換をできるような時間を確保させていただ

いているところでございます。土日にかかる部分になるかと思いますけれども、こちらの

部分につきましては事前に訪問させていただきたいという希望を出した上で受け入れてい

ただいておりますので、それでお会いした中で同様に意見交換をさせてもらっているとこ

ろでございます。 

〇委員長 武田 真君 沢田委員。 

〇沢田広志委員 ８月５日、６日ということでお話をさせていただくと、当日の朝に出て、

お昼頃に新潟に入りましたということで、当日は２人で訪問は４社だったということなん
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ですが、果たしてこれでしっかりとした企業訪問、訪問することはできますよ。そんな中

でいろいろな打合せだとか協議とか、場合によってはＰＲ、我がまちの誘致したいという

部分のアピールもしなければいけない部分があると思うんですけれども、そういった点で

考えると本当にこのスケジュールの中でやりくりするというのは大変難しいところがある

のかな、特に訪問数は４社とありましたから、そう考えるとどうなのかなと思うんですが、

この辺内容的なものを聞かせていただけないでしょうか。 

〇委員長 武田 真君 経済部長。 

〇経済部長 野田 勉君 ８月５、６の日程でご説明申し上げます。 

 まず、本社が新潟にありますので、新潟に行きました。これは、飛行機の便の問題がご

ざいまして、午前中、朝出てお昼前について、移動して本社に昼から向かうというような

スケジュールでございました。ここには本社とその流通部門を担っている子会社がござい

まして、この２社を訪問させていただきました。それぞれ砂川にもともと来たこともある

方々なので、こういうメリットがありますとかというのを十分ご説明申し上げまして、ま

たその会社の店舗の展開状況とかを伺いながら、ここにするとこうですよというようなこ

とを説明してきたところです。これは、十分できたかなと考えているところです。 

 その後東京に移動いたしまして、次の日、北海道東京事務所に午前中伺いまして、企業

の説明を行い、これはいろいろ情報をいただきながら、こちらからも提案しながら情報交

換したところです。昼からは企業を回りまして、ここも１社ですけれども、十分１時間程

度いろいろな話をさせていただいて、砂川に何かメリットあることないですかみたいなと

ころで、うまく事業ができないかということでご相談させていただいて帰ってきたところ

なので、４か所回りましたけれども、十分こちらの意図は伝わったと思いますし、向こう

の情報もいただけたと考えているところでございます。 

〇委員長 武田 真君 沢田委員。 

〇沢田広志委員 ８月５日、６日についてはそういう状況だったということで、そういい

ながら私的にはかなりタイトな時間の中でやられているのかなと。恐らく、これは答弁要

りませんけれども、６日ですから６日の夜には北海道砂川に帰ってこなければいけないの

かなと思うと、本当に時間的な猶予どうなのかなと思いますので、これは今後のことも含

めて考えていただきたいと思うんですが、そこで９月２７、２８日、東京都、人員が４名

で訪問社が６社ということでありまして、先ほどお話をしたように２７日の土曜日は東京

砂川会、４０周年ということで例年は隔年だったのが続けてありましたけれども、東京砂

川会の準備も含めた中で、果たして４人で、それも２７、２８、２８日は日曜日ですから、

事前にアポイントを取って訪問しますよということをして、できるとおっしゃっていまし

たけれども、これで６社も回るなんていうことが果たして可能なのかどうかという部分に

ついてちょっと私は疑問を持っているんですが、この辺いかがなんでしょうか。 

〇委員長 武田 真君 商工労働観光課長。 
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〇商工労働観光課長 阿部範明君 スケジュール管理につきましては、係の者も含めて協

議した中で組立てをしているところでございます。無理のないようにといったところは、

確かにタイトなスケジュールではございますけれども、経路も含めて、そして打合せをさ

せていただく時間を一定程度確保するというようなところも含めて、事前準備をしっかり

した中で当日に備えているといったところもございますので、その辺りについては問題な

く対応させていただいていると。そして、複数の企業さんに伺っているので、分散させて

担当者を分けて伺っているというようなことも含めて対応できているのかなと理解してい

るところでございます。 

〇委員長 武田 真君 沢田委員。 

〇沢田広志委員 まさに企業誘致旅費ということで７７万７，０００円ほど支出している

わけですから、であれば企業訪問をされた結果として方向的に、これは令和６年ですから、

もう昨年の話でありますけれども、この企業訪問を通しながら方向的に砂川市にとってプ

ラスになるような雰囲気的なものというのは果たして結果的に、受け止め方はあるかと思

うんですが、その辺の考え方というか、思いがあったら聞かせていただけないでしょうか。 

〇委員長 武田 真君 商工労働観光課長。 

〇商工労働観光課長 阿部範明君 受け止め方、その思い、今後につながることといった

ところで企業訪問させていただいているところではございますが、一朝一夕ではなかなか

かなわないところもあります。ただ、初見ではないと、伺っている企業さんはこれまでも

何度も接触させていただいているといったところの積み重ねが今後に生きていくのかなと

と考えたところもございますので、やみくもに企業訪問をしているわけではございません

んので、そして内容についても去年の現時点と今年の現時点といったところのその差異を

どう埋めていくか、そしてその先に可能性を見いだせるかどうかといったところの当方と

しての考え方を話をさせていただいた中でご理解をいただいて、そして企業につなげてい

ただくといったことを目的に努めているところでございます。 

〇委員長 武田 真君 経済部長。 

〇経済部長 野田 勉君 １点だけ追加させていただきますと、工業団地の中に新たに土

地を購入したいという事業者も１社含まれておりまして、そこをまだ購入されていなかっ

たものですから、そこも訪問して、なるべく早く購入するなら購入していただければとい

うことでご相談したところ、昨年度内に購入いただいたところですので、実績としては１

社あったかなとは考えているところでございます。 

〇委員長 武田 真君 沢田委員。 

〇沢田広志委員 訪問をする関係、企業誘致旅費も使っているわけですから、１社でも多

く、取り組んだことが成果として出ることを期待しておきたいなと思うんですが、そこで

関連して聞かせていただきたいんですが、企業誘致旅費ということであるんですが、たま

たま９月２７日が先ほどの話のように東京砂川会４０周年ということがありました。東京
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砂川会の経費については何も私は聞いてはいないんですけれども、そもそも企業誘致旅費

の中で東京砂川会へ出席される部分の旅費も含まれているのかどうか、確認で聞かせてい

ただけないでしょうか。 

〇委員長 武田 真君 商工労働観光課長。 

〇商工労働観光課長 阿部範明君 実際は、予算は旅費というくくりになっておりますけ

れども、東京砂川会という事業がございますと、企業誘致は企業誘致の事業としてそれぞ

れで旅費を持っているということを含めて、東京砂川会の準備関係、総会というか、会議、

役員会も含めて交流会も含めてといったところの準備に係る部分は東京砂川会としての費

用としての旅費として利用させていただいているところでございます。 

〇委員長 武田 真君 沢田委員。 

〇沢田広志委員 最後に、企業訪問を含めて、これは令和６年の決算なので、今後私的に

は、朝起きたら企業訪問できる、要は前もってアポイントを取って計画を練るとは言いま

すけれども、場合によったら私は前日から入って１日動いて、そして２日目も終わって、

そして次の日に帰るということも、私はこの令和６年度決算を通しながらお聞きして感じ

たものですから、これは今後のことを含めてぜひ考えて、ただ経費ですから効率よく使わ

なければいけないということも一つの使命かなと思いますので、この辺も含めて正直企業

誘致旅費と、それと企業訪問ということをやっていただきたいなということを話して、私

は終わります。 

〇委員長 武田 真君 他にご発言ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、２３７ページ、第８款土木費、第１項土木管理費について質疑ありませんか。 

 午後１時まで休憩します。 

休憩 午前１１時５３分 

再開 午後 ０時５７分 

〇委員長 武田 真君 休憩中の委員会を再開いたします。 

 次に、２３７ページ、第８款土木費、第１項土木管理費について質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、２３９ページ、第２項道路橋梁費について質疑ありませんか。 

 高田委員。 

〇高田浩子委員 それでは、質問させていただきます。 

 ２４２ページの流雪溝の修繕工事と更新工事について、予算のときに私質問しているん

ですけれども、そのときに交換を行ったり補強を行ったり、そして給水配管が損傷してい

るというところでの答弁があったわけなんですけれども、その部分についてどのような順

でどのように工事を行ったのかについてまず伺いたいと思います。 

〇委員長 武田 真君 建設部長。 
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〇建設部長 斉藤隆史君 流雪溝の維持管理に要する経費のうち、配管関係の修繕の工事

が工事で２本出しております。１本目が配管の修繕工事費ということで、温排水の太いも

のが１か所と、あと給水関係で２か所ほど、それぞれ補修及び交換を行っておりますのと、

もう一本が吸い込みの配管工事、これは北電の構内に地下のプール的なところがありまし

て、流量を確保するためにこれを吸い上げてという構造になっているんですけれども、そ

この給水パイプの交換を行っております。こちら２本の修繕工事に関しましては、いずれ

もシーズン前の１１月から１２月にかけて交換、修繕作業等を行っておりまして、シーズ

ン中の稼働には影響がない形で工事、修繕を終えているというところでございます。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 工事について１１月から１２月ということでお話がありましたけれども、

やはり夏に工事をするのではなく、それを使う直前に工事したほうがよいから、１１月、

１２月という日程なんでしょうか、伺います。 

〇委員長 武田 真君 建設部長。 

〇建設部長 斉藤隆史君 この施設で使われている配管類が、特殊とまでは言いませんけ

れども、独自の形状のものが多くて、簡単に交換するにしても複製するのにかなり時間か

かるんです。構造的にも専門的な部分がございますので、ノウハウのある業者に頼んだり

する経過もあるものですから、なかなか早期にというのが簡単ではないという経過もあり

まして、特に配水管の４０センチ物、太いものが結構作るのに時間かかったりしたもので

すから、そういったことも含めて夏場にかけて部品の調達、作製等を行い、シーズン近く

なりましたけれども、稼働前に何とか済ませたといったようなスケジュールとなっており

ます。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 というところで、現在川の水を流すという実験というんですか、行って

おりますけれども、温度がやはり今までとはちょっと変わるのではないかと思うわけなん

ですけれども、その修理に当たっては川の水でも対応できる。川の水だからここをこうし

たとか、そういうことはあったんでしょうか、伺います。 

〇委員長 武田 真君 建設部長。 

 ６年度に行いました配管関係の修繕は、あくまでも現状の使用状況に対する現況復旧と

ということで、それとは別に河川水、冷水での使用に支障はないかという確認作業を行っ

ておりますので、６年度中に行った修繕管工事に関しましては冷水を使用していという状

況と直接的に関連するものではなくて、あくまでも現状の現況復旧ということを目的とし

ておりますのと、河川水、冷水でというお話につきましては、さらに現況のシステムの状

態で冷水で稼働ができるのかという、またちょっと別の話になってくるというところでご

ざいます。 

〇委員長 武田 真君 他にご発言ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、２４５ページ、第３項河川費について質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、第４項都市計画費について質疑ありませんか。 

 高田委員。 

〇高田浩子委員 都市計画費について伺いたいと思います。 

 ２４８ページ、公園施設長寿命化遊具修繕工事です。こちらも予算委員会のときに質問

しておりまして、５公園６遊具というようなお話がありました。そういったところで、ま

ずこの内訳について伺います。 

〇委員長 武田 真君 都市計画課長。 

〇都市計画課長 馬場修二君 公園遊具の長寿命化修繕工事についてでございます。５つ

の公園で６つの遊具について修繕を行っております。まず、１か所目が日の出公園で、こ

ちらがコンビネーション遊具、こちらを修繕しております。２つ目がこばと公園、こちら

がコンビネーション遊具とブランコの修繕を行っております。３つ目、新町公園、４つ目、

豊栄公園、５つ目、西公園となりますけれども、いずれもブランコの修繕を行っているも

のでございます。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 金額的な内訳というのは出るんでしょうか。 

〇委員長 武田 真君 都市計画課長。 

〇都市計画課長 馬場修二君 ちょっと手元に資料ないんですけれども、まとめて５２８

万で一括で発注しておりますので、その内訳についてはちょっと今手元に資料がないもの

ですから。ただ、一括してまとめて一遍に発注しております。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 一括してまとめて発注したということですね。そして、この工事に当た

って日程的にはどのような日程で行われたんでしょうか、伺います。 

〇委員長 武田 真君 都市計画課長。 

〇都市計画課長 馬場修二君 工事の発注については、工期については７月１８日から１

０月２３日までの工期で発注しているところでございます。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 というところは、１０月２３日に出来上がったんでしょうか、遊具がな

いと工事はできないかなと思うんですけれども、全部出来上がりが１０月２３日という理

解でよかったでしょうか。 

〇委員長 武田 真君 都市計画課長。 

〇都市計画課長 馬場修二君 工事については、順に公園の遊具ごとに工事を行っており

ますので、早く終わったものについては９月上旬に終わっているところもありますので、
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終わったところから随時開放して子供たちが使えるようにしております。最終がこばと公

園のコンビネーション遊具、こちらが１０月下旬に、２１日に終わっているところなんで

すけれども、その後の書類等をまとめて工事の完了の手続を行っているのが最終の１０月

下旬というところでございます。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 工事の期間遊具が使えなかったかなと思うんですけれども、各公園でど

れぐらいの期間使えなかった、工事に要したんでしょうか。 

〇委員長 武田 真君 都市計画課長。 

〇都市計画課長 馬場修二君 遊具につきましては、春の点検のときにまだ、ブルーシー

トで冬は養生しておりますので、それを剥がすときに一度シルバー人材センターで遊具を

確認しております。その後職員で使える状況か確認しておりまして、そこでちょっと危険

度のあるものは停止しておりますので、そこから遊具修繕工事が終わるまでかなり長期に

わたって止めている場合もございます。ただ、今回修繕した５か所につきましては、コン

ビネーション遊具とブランコに当たるんですけれども、コンビネーション遊具であれば、

損傷している、今回修繕する箇所を部分的に閉鎖しております。なので、同じ遊具であっ

ても残りの箇所は使えるようにしております。ブランコにつきましても、片側の椅子が壊

れていたりする場合は、使われたら困るので、チェーンもろとも外しておくんですけれど

も、もう一個のブランコは残しておいて、極力使えるように開放しながら部分的に閉鎖し

て影響を最小限にとどめているところでございます。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 遊具、ブランコについて工事を行ったということなんですけれども、１

０月ですか、１０月ですとそこからあまり冬まで期間はなかったのかなとは思うんですけ

れども、その後保護者の方とか子供さんの声とか、近くの方の声とか、そういったことで

は把握はしているんでしょうか、伺います。 

〇委員長 武田 真君 都市計画課長。 

〇都市計画課長 馬場修二君 なかなか直接、直ってよかったですとかは職員の耳には届

いてはいないところなんですけれども、かなり子供が遊んでいるところはお見受けしてお

りますので、喜んでいるのかなとは感じているところでございます。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 公園の遊具というところでは、どういったものが使いやすいとか、どう

いうものが欲しいとか、そういったところでやはり近隣の保護者の方とか子供たちの声と

いうのも大事だと思いますので、修繕なり、新しいものを求めるなり、そういったときに

はちょっとリサーチも必要なのかなと。昔からあるものと最近のものとでは全く遊具のタ

イプが、それこそすないるとかでもありますけれども、あれは昔からあるタイプの遊具で

はありません。そういったところで、あと対象年齢をどうするのかというところも踏まえ
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て今後も検討して進めていっていただきたいと思います。 

 以上です。 

〇委員長 武田 真君 他にご発言ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、２５１ページ、第５項住宅費について質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、２５９ページ、第９款消防費、第１項消防費について質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、２６３ページ、第１０款教育費、第１項教育総務費について質疑ありませんか。 

 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 ２６６ページです。砂川高校の支援に要する経費でお伺いをいたします。 

 今回予算より大分使われている部分が少ないんですけれども、大体その傾向みたいなも

の、今回の決算においての状況を話してください。 

〇委員長 武田 真君 学務課長。 

〇学務課長 早川浩司君 砂川高校の支援に要する経費の傾向というご質問でございます

が、令和６年度につきましては大学の入学の奨学金関係、こちらがちょっと入学者が少な

かったというような状況もありまして少なくなってございます。それから、部活動につい

ても大会の全国大会、それから全道大会に進んだ部分がちょっと少なかったというような

状況がございます。それと、大学に進む方がちょっと少なかったという部分もあるので、

予備校の講座等についてもなかなか使われなかったというような状況がございます。今お

話をした部分についてが大まかな部分でございます。 

〇委員長 武田 真君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 今日あるので、砂川高校のホームページを見ようと思ってアクセスした

らアクセスできなかったんですけれども、この年度の要するに卒業生たちの大学へ行った

か、あるいは就職したかという、そんな傾向というのは分かりますか。 

〇委員長 武田 真君 学務課長。 

〇学務課長 早川浩司君 ホームページ等にも記載はされているんですけれども、大学は

人数は今詳細な資料がちょっと手元にないんですけれども、短大と大学を合わせても１０

名以下というような状況です。あと、市内と市外に就職をしているというような就職率が

ちょっと高いというような傾向で令和６年度は進んでいるというような状況でございます。 

〇委員長 武田 真君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 前からちょっとそういうふうに思っているんですけれども、この年度の

支援の方法もあまり大学を目指すというよりは就職が卒業生たちは多いんじゃないかなと

ずっと思っていまして、実際決算書を見ても、先ほど大学入学奨学補助金が１３０万円の

予算のうちで使われたのが１０万円、先ほど課長もおっしゃっていましたけれども、要す
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るに学習プログラムの授業も全くなし、予備校の集中講座受講というのも予算をつけたけ

れども、全くなしというのを見ると、そろそろ方向性をもうちょっと違うほうに支援をす

るような形が私はいいんじゃないかなと思うんですよね。つまりこの年度も今のお話でい

くと就職が多かったという話もあるので、これはやはりどうしても学業に対しての支援策

というのが今までだったと思うんですけれども、別に全然就職するからって悪いとは私は

思わないし、より地元の企業でも来てもらえればもっといいなとも思うので、そういう考

え方というのはこの中からは生まれてこなかったんですかね。 

〇委員長 武田 真君 学務課長。 

〇学務課長 早川浩司君 令和６年度のお話につきましては、６年、５年と大学の進学率

がちょっと少なかったという傾向がございます。その前は十何人と複数、２桁ぐらい大学

進学という状況もございましたので、今すぐにそういう形で転換というような考え方は考

えてはいなかった状況ではございます。ただ、今高等学校教育を考える会だとか、砂高さ

んといろいろ協議をしながら、こういう補助金についてもよりよい方法、使われ方という

部分についても今後は協議はさらに進めていきたいとは考えてございます。 

〇委員長 武田 真君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 何を言いたいかというと、砂川高校にどういう生徒たちが集まってきて

いて、そこに対して市がどういう支援をするのかという方向性がきちんと定まっていて、

今マッチしているかどうかということを聞きたいということなんですよね。この年度を見

れば、やはり学業というよりは、例えば介護職員の初任者研修補助金は予算よりも多く出

ていたりしていますし、やはり砂川高校の傾向としてはそういう就職みたいな方向性が強

いのではないのかな、それもまたそれで特色として出していってもいいんじゃないかなと

も思うんですよ。それこそそういう方向性なんていうのは持てないものかなと思うんです

けれども、どう思いますか。 

〇委員長 武田 真君 学務課長。 

〇学務課長 早川浩司君 令和５年、６年度の状況においては、先ほどちょっとお話をし

たんですが、大学の進学率が低かったというような状況はございます。ただ、学校サイド

と幾度となくお話はさせていただいている中では、実際アンケート等々も行った中で、当

然学業についても基礎、基本のことからしっかりと高校に入ってからも進めてほしいとい

うような状況もございますので、どちらかという部分については今後、砂高さんの考え方

も当然ございますし、市としては大学、当然学業についてもしっかりしていっていただき

たいという状況もございますので、入学者の確保と併せて学業についても砂高さんがどう

いう形で改善をしていくかということについては注視していきたいとは考えてございます。 

〇委員長 武田 真君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 この中で国際交流事業補助金というのがありますけれども、これの内容

を教えていただけますか。 
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〇委員長 武田 真君 学務課長。 

〇学務課長 早川浩司君 令和５年度までは海外の方とＩＣＴを使った交流を行っていた

んですけれども、コロナも明けたというような状況もございますし、相手方の高校さんと

なかなかつながりが進まなかったということもございまして、令和６年度については道内

に住んでいる外国人の方にこちらに来ていただいて交流を図ったというような内容になっ

てございます。 

〇委員長 武田 真君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 今言っていた、私も何回か見に行ったことがあるんですけれども、ゆう

を使って、何で砂川高校でやらないのかなと思いながら、ゆうでやっていて、台湾の同じ

世代の高校生たちとインターネットでやるという、それはこの令和６年はやらなかったと

いうことなんですか。 

〇委員長 武田 真君 学務課長。 

〇学務課長 早川浩司君 令和６年度については、今言ったような方式ではなくて、砂川

高校さんに来ていただいて、道内に住んでいる外国の方というような状況で、台湾の方と

いうわけではないんですけれども、様々な方に来ていただいて、英語の向上という部分も

含めて交流を行ったということでございます。 

〇委員長 武田 真君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 何でそういう方向性になったのかなというのが分からないんですけれど

も、どうしてですか。前の事業もすごくよかったと私は思うんですよ。 

〇委員長 武田 真君 学務課長。 

〇学務課長 早川浩司君 先ほど少しお話をしたんですけれども、何年間か同じような形

で、コロナという状況の中でなかなか人と会って交流等ができないという中で考えられた

のがＩＣＴを使った部分ということでございます。ただ、なかなか、相手側の高校さんと

間を取り持っていただいている業者さんもいるんですが、相手高校さんも砂川以外でも様

々な高校さんとやっていたという状況も踏まえながら進めてはいたんですけれども、やは

りコロナも明けた状況の中でインターネットを使って交流をするというのも相手方ももう

そろそろなかなか難しくなってきたんだと、実際にもう学校にも通えるような状況にもあ

りますし、そういう方法ではなくてということでお願いはしていたんですけれども、ちょ

っとそういう状況に至らなかったという経過がございます。そういった中でどういった方

法があるのかということを検討した中で、先ほどご説明した方法で６年度は進めたという

ような状況でございます。 

〇委員長 武田 真君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 最後になるんですけれども、この支援の方法というのはそれこそ先ほど

も言ったとおりで、より就職活動に向けた取り組み方、学業、大学に進むというよりは就

職活動に向けたという、その方向性、そちらを支援の対象として強めていったらどうかと
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思うんですけれども、そこは今後検討されるのかどうなのかお伺いしたいんですけれども。 

〇委員長 武田 真君 学務課長。 

〇学務課長 早川浩司君 先ほどちょっとお話をしたんですけれども、高等学校教育を考

える会などで一般の方も当然入って、砂川高校さんの魅力向上についてどう進めたらいい

のかといった中で、現状の砂川高校に入学する生徒さん、それから卒業する生徒さんの状

況も当然ご説明した中で、確かに大学の入学が少ないなというようなご意見もいただきま

した。ただ、そうだからといって全て就職に偏るというようなご意見というのはなくて、

当然学業も併せて進めていって魅力を上げていったほうがいいのではないかというご意見

もいただいたので、就職に特化したというような部分については特段ご意見も出てはいな

かったので、市としても今お話をした部分も含めて学力と、それから就職の部分でどうい

った方法がいいのかというのは現在もいろいろとお話をしているような状況ではございま

す。 

〇委員長 武田 真君 小黒委員。 

〇小黒 弘委員 最後と言いながらもう一回、最後です。せっかく砂川高校に支援をする

ので、砂川市の方向性というのをしっかり持ったほうがいいと思うんですよ。そういう意

味では、例えば看護学校で砂川高校枠があるように、砂川市の職員にも砂川高校枠を設け

てみたりだとか、より就職に向かってしっかりと砂川高校に対して支援をするような形と

いうのが私はあってもいいように思いますので、今後検討していただきたいと思って、終

わります。 

〇委員長 武田 真君 他にご発言ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、２６９ページ、第２項小学校費について質疑ありませんか。 

 高田委員。 

〇高田浩子委員 それでは、小学校費について質問させていただきます。 

 ２７０ページ、１項学校管理費のうちの１０節需用費について、不用額についてなんで

すけれども、３０７万５，４３１円というところで不用額となっているんですけれども、

要因についてまず伺いたいと思います。 

〇委員長 武田 真君 学務課長。 

〇学務課長 早川浩司君 不用額が出ている要因というご質問でございますが、主な要因

についてでありますが、光熱水費、こちらのうち電気料についてだと考えてございます。

電気を作る際に必要な機械だとか石炭だとか、そういった単価を反映する燃料調整単価と

いうものがございまして、それが北電さんで設定されているということで、その燃料調整

単価が年々下がってきているというような状況だったものですから、当初予算よりも減額

となっているというような状況でございます。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 
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〇高田浩子委員 分かりました。ＧＩＧＡスクールに要する経費というところで同じ２７

０ページに計上されているんですけれども、その事業目的、公衆送信補償金というところ

で当初の予算よりも少ない額の決算額と思うんですけれども、要因について伺います。 

〇委員長 武田 真君 学務課長。 

〇学務課長 早川浩司君 補償金の減額の要因ということでございますが、この授業目的

公衆送信補償金というものでございますけれども、こちらは学校で先生たちが他人の著作

物だとかを用いて授業で教材を作ったりするといった中で、今ＩＣＴ化が進んでいますの

で、生徒とか児童とかのパソコンにデータを送ったりすると、そういった中で著作物を勝

手に使うというような状況がありますので、そういったものに対して一定の補償金という

ものをお支払いして自由に使えるといったようなものでございます。補償金の計算過程の

中で当初予算では児童数で計算をさせていただいているんですけれども、計算の過程の中

では通常学級の児童数ではなくて特別支援学級の児童の方については半額になるというよ

うな状況がございますので、当初予算の段階ではまだ人数等も確定してございませんので、

通常学級の児童数で予算を計上していることから差異が出ているというような状況でござ

います。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 というところで、特別支援学級の子供たちの人数把握というか、始まる

前は分からなかったというようなお話ですけれども、結果何名分なんでしょうか、伺いま

す。 

〇委員長 武田 真君 学務課長。 

〇学務課長 早川浩司君 何名分かということでございますが、３７名分が半額となって

ございます。 

〇委員長 武田 真君 他にご発言ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、２７５ページ、第３項中学校費について質疑ありませんか。 

 辻委員。 

〇辻  勲委員 ２８０ページ、部活動の地域移行に要する経費というところですけれど

も、これは砂川中学校は結構いろいろ部活も活躍している中なんですけれども、校長先生

にもお聞きしているんですけれども、やはり先生方も部活なかなか大変で、本当は１つの

クラブに２人ぐらいつけるとか、そういうようなこともできればというようなお話も聞い

たりしておりますけれども、新たに指導者をしてくれる人という部分では大変これはいい

事業だなとは思っているんですけれども、この中で部活動の指導員の謝礼とかは当初予算

よりも増えていると思うんですけれども、また一方委員の報酬は当初より少ないのかなと

いう部分なんですけれども、この辺の要因についてお伺いしたいと思います。 

〇委員長 武田 真君 学務課長。 
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〇学務課長 早川浩司君 まず、部活動の指導員の謝礼についてでございますが、当初予

算の中では１日３時間で５か月で月２回、３部活というような状況で組んでございました

が、令和６年度中に２つの部活動について指導員の方が入っていただいていると、そうい

ったお手伝いの中で人数もちょっと多くなりまして、バレーとバドミントンで地域移行を

やっていただいているというような状況で、６名の方がお手伝いをしているというような

状況があったものですから、指導員の謝礼についてはちょっと増えたというような状況が

ございます。 

 それから、委員報酬につきましては、実施回数が２回ほど開催させていただいているの

ですけれども、実証事業を進めていくという方向性も決まった中で早急に進めるというこ

とで、なかなか協議会で進めていくという部分がなかったものですから、そういった部分

で報酬がちょっと少なくなったというような状況でございます。 

 

〇委員長 武田 真君 辻委員。 

〇辻  勲委員 それで、指導員の謝礼が増えた状況があったんですけれども、最後にそ

の辺の指導員を探した人脈というか、その辺の経過というのはどうでしょうか。非常によ

い経過があったのでないかなと思うんですけれども、お聞きしたいと思います。 

〇委員長 武田 真君 学務課長。 

〇学務課長 早川浩司君 砂川市の部活動の地域移行検討協議会というもので協議をさせ

ていただいた経過がございます。その中で、参画していただいている団体さん、バスケッ

トボール連盟だとか、バレーボール協会さんだとか、様々なスポーツの団体さん、それか

ら文化団体さんに参画をしていただいて、その中でまずはそういう団体さんから当時は地

域移行という部分でお手伝いできないかということで投げかけをさせていただきまして、

そういった中で回答いただいた中で、まずは土日の部分、基本的には土曜日というような

状況ではございますけれども、お手伝いしていただけるというようなことで、まずは実証

事業ということで現在も進めているような状況でございます。 

〇委員長 武田 真君 辻委員。 

〇辻  勲委員 分かりました。女性の部活動があって、男性の部活動はないという、何

とかならないかという要望もありますので、そういったまた人脈含めて進めていただきた

いなと思っております。 

 以上です。 

〇委員長 武田 真君 山下委員。 

〇山下克己委員 私からは教材・教具等に要する経費についてお聞きいたします。 

 ２７８ページです。こちらは教材備品購入費１６万１５６円になっておりますけれども、

この内容についてお聞きいたします。 

〇委員長 武田 真君 山下委員、何ページ。 
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〇山下克己委員 ２７８ページです。ごめんなさい、教材・教具等に要する経費の教材備

品購入費です、教育振興費の。 

〇委員長 武田 真君 ２７８ページですね……山下委員、この詳細を伺いたいという話。 

〇山下克己委員 備品というのはどのようなものだったか。 

〇委員長 武田 真君 すぐ答えられますか。 

〇山下克己委員 質問を変えます。実は、予算額８２万４，０００円だったんですけれど

も、おかしいですかね。 

〇委員長 武田 真君 いいのだけれども、すぐ答えられなかったら休憩しようと思った

ので。 

 学務課長。 

〇学務課長 早川浩司君 購入したものというお話でございますが、今６年度という部分

については教材備品という一括のくくりであったものですから、１個１個の品物が何かと

いうのはちょっと手元にございませんが、その前の５年度だとか、そういった部分につい

ては学校図書用の図書も含めた中で購入をしているような経過がございました。 

〇委員長 武田 真君 山下委員。 

〇山下克己委員 聞きたかったのが予算額が８２万４，０００円だったんですけれども、

今回１６万１５６円の執行ということで、今度８年度から学校が変わるというようなこと

も含めて買い控えのようなことがなかったのかということを確認したかったんですけれど

も。 

〇委員長 武田 真君 学務課長。 

〇学務課長 早川浩司君 市教育委員会でそういったものはいいですよ、駄目ですよとい

うような今委員さんがおっしゃったような状況ではなくて、必要なものについては購入は

当然していいというような状況ではあったんですが、学校サイドとして将来を見据えた中

で購入を控えたというような状況があるのかもしれないとは考えてございます。 

〇委員長 武田 真君 山下委員。 

〇山下克己委員 今回の予算のときに聞けばよかったのかもしれないですけれども、当初

では考え方としてこういうものが必要だからということで予算措置ではなく、中学校を運

営していく中で必要な備品が出た場合に対応するという予算で組んでいたということでよ

ろしいでしょうか。 

〇委員長 武田 真君 学務課長。 

〇学務課長 早川浩司君 こちらの教材備品の購入費というのが学校でこの金額を配分し

ているわけでは当然なくて、今委員さんおっしゃったように必要なものが出てくれば教材

として購入をしていくというような状況になってございますので、今お話をしたような状

況で当初予算では考えていたような状況ではございます。 

〇委員長 武田 真君 山下委員。 
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〇山下克己委員 小学校費でも備品費がちょっと余っていたんですけれども、あれは５校

の金額だったので、ちょっと中学校費は大きかったものですから確認させていただきまし

たが、今年も含めて子供たちの学業に影響がないということで対応しているということで

理解させてもらってよろしいですね。では、終わります。 

〇委員長 武田 真君 他にご発言ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、２８１ページ、第４項社会教育費について質疑ありませんか。 

 伊藤委員。 

〇伊藤俊喜委員 それでは、私から２８７ページの公民館費のことについてお伺いしたい

と思います。 

 昨年も公民館費の光熱費の不用額について質疑させていただきました。令和６年度の決

算では、予算額３３１万３，６２４円に対し、決算では不用額はゼロ円となっています。

昨年ここで質疑させてもらったのが令和５年度の決算では予算額５３５万９，０００円に

対して不用額が２３９万円余りということで、未消化額が４５％ぐらいになったというこ

とで、かなり突出していたというようなことでありました。今年は、令和６年度の決算の

中で不用額ゼロということでぴったりとなっていますけれども、一応確認なんですが、こ

れは年度内の途中で３月議会とかで補正で見直しを行って数字をぴったり合わせたという

ような理解でよろしいんでしょうか。 

〇委員長 武田 真君 社会教育課長。 

〇公民館長 名久井 淳君 光熱水費の不用額ゼロ円ということで、過去の質問の中から

合わせたかということでございますが、さきの指摘を受けまして、適正に積算するという

ことでご答弁をそのときしていたかと思いますけれども、そういった部分でもう一度積算

の仕方を見直して、改めまして昨年といいますか、本年の補正予算、令和６年度の補正予

算の中では計上させていただいて、このような形で執行したこところであります。 

〇委員長 武田 真君 伊藤委員。 

〇伊藤俊喜委員 光熱費については割と見通しのつきやすい項目だと思うんですけれども、

決算額ベースで令和５年度と令和６年度を比較した場合に比較では４０万円ほど上がって

いるということで、昨年度の決算額の１．２倍ぐらいになっているんですけれども、この

１．２倍になっているというのはどういうような要因なのかお伺いしたいと思います。 

〇委員長 武田 真君 暫時休憩します。 

休憩 午後 １時４４分 

再開 午後 １時４７分 

〇委員長 武田 真君 休憩中の委員会を再開しますが、午後２時まで１０分間休憩いた

します。 

休憩 午後 １時４７分 
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再開 午後 １時５７分 

〇委員長 武田 真君 休憩中の会議を再開します。 

 社会教育課長。 

〇公民館長 名久井 淳君 まず、先ほどの光熱水費に関しまして３月補正の中で適正に

積算してというお話をさせていただきましたが、最終的には不足いたしまして、流用によ

って最終的には執行しているところであります。それで、ゼロ円という形になっておりま

す。今お話のありました電気料の上がりにつきましては、使用量が、使用量といいますの

は使用している電力量が上がっておりまして、それによる差分がこういった形で出ている

ようなところであります。 

〇委員長 武田 真君 沢田委員。 

〇沢田広志委員 それでは、質疑をさせていただきたいと思います。 

 私は、３目図書館費の関係で、ページ数は２９０ページのところであります。図書館費

ですから、その中で図書館の運営管理に要する経費の中の図書館管理システムなど購入費

ということで決算として計上されておりますので、この中身について若干聞かせていただ

きたいと思います。そもそもこれは、市長の市政執行方針の中でも図書館システムの更新

の時期であるということから、マイナンバーカードと図書館カードを連携してといったこ

とから始まったと私は記憶させていただいております。それで、そもそもその中では、こ

れは歳出なのであれですけれども、令和６年の当初予算のときにデジタル田園都市国家構

想交付金といったところでマイナンバーカードと図書館利用事業ということでの関係があ

ったのかなと思うんですが、こういったことも含めながら今回の図書館管理システムなど

購入費として決算として上がってきているのかどうか、先に確認させていただきたいと思

うんですけれども。 

〇委員長 武田 真君 図書館長。 

〇図書館長 工藤雅子君 令和６年度の備品購入費ということで、図書館管理システム購

入費についてのご質問だったと思います。まず、内訳なんですけれども、図書館の機器、

パソコン周辺機器等々が２２３万７，９５０円となっております。ＳＥさんの作業費等々

が１３２万円ちょうどとなっております。そして、委員さんおっしゃられたマイナンバー

カード連携に係るシステムカスタマイズをしたりとか、その作業費、諸経費込みで１５４

万円というふうになっております。そして、委員さんおっしゃられたとおり、今回は図書

館システムを、一番最初に平成１０年に入って、何回か更新をして、今回また新しく更新

をしたということになっておりまして、今回の更新時にマイナンバーカードと図書館カー

ドをひもづけして連携をして、図書館カードがなくてもマイナンバーで借りられればいい

のではないかということで、利便性向上と、あとマイナンバーカードの活用の幅を広げる

という大きな意味もあって導入したものであります。 

〇委員長 武田 真君 沢田委員。 
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〇沢田広志委員 内訳も含めて聞かせていただきました。もう一回確認なんですけれども、

このデジタル田園都市国家構想交付金の関係は令和６年度の当初予算の中で諮られて、そ

れが令和６年４月１日に交付決定されて、今回の決算書の歳入のところを見させていただ

いた中でも、そもそもマイナンバーカード図書館利用事業と、もう一つは子ども通園セン

ターＩＣＴ事業ということで、今回は教育委員会ですから、ここの図書館費のところでお

伺いしたいと思うんですが、歳入の中では６６１万８，９２０円の２分の１が交付金とし

て、要は３０３万９，４６０円ということでなっているんですが、そこでお聞きしたとき、

ちょっと確認ですけれども、マイナンバーカードと図書館カードを連携した部分というの

は約１５４万円とかとお聞きしたかと思うんですが、この辺は数字にちょっと差異が出て

きているのではないかと思うんですが、この辺の仕組みはどうなっているのかちょっと分

からないんですけれども、聞かせていただけないでしょうか。 

〇委員長 武田 真君 図書館長。 

〇図書館長 工藤雅子君 先ほど私が説明した内訳と、あと歳入のデジタル田園都市国家

構想交付金のちょっと差異があるということのご指摘だったと思うんですけれども、こち

らは備品購入費のほかに、歳出のところの細かい数字は出ていないんですけれども、図書

館システム保守料というのが月額のシステムの使用料なんですけれども、そちらも見てい

ただいているということで、そちらの保守料が上乗せされた金額から２分の１ということ

になっております。 

〇委員長 武田 真君 暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時０４分 

再開 午後 ２時０６分 

〇委員長 武田 真君 休憩中の会議を再開します。 

 図書館長。 

〇図書館長 工藤雅子君 先ほど説明しましたとおり、備品購入費の図書館システム等購

入費５０９万７，９５０円、こちらの中で保守点検料というのがございまして、こちらが

備品購入費のほかにシステム保守料もデジ田の申請の中に予算として入れさせていただい

ています。それが１０６万６，５４５円ということで、プラス去年ＤＸで職員のパソコン

を入れ替えていただいたんですけれども、それの経費も入ってこの金額となっております。

〇委員長 武田 真君 沢田委員。 

〇沢田広志委員 今答弁いただいたので、そこを解釈していこうかなと思います。基本的

には、歳入の部分の詳しいことは歳入ではないので聞きませんけれども、ただこういった

交付金を使って今回の図書館管理システムなど、などがついているから幅広いのだろうな

と思って、購入費の中にそれが関わって使われていると受け止めているものですから、今

の答弁で大体そういうふうに、それが約３０３万９，４６０円だったものが使われている

と受け止めていいかどうか、その確認だけ聞かせください。 
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〇委員長 武田 真君 図書館長。 

〇図書館長 工藤雅子君 そのような解釈で間違いございません。 

〇委員長 武田 真君 沢田委員。 

〇沢田広志委員 それで、関連してお聞きしておきたいのが、そもそもマイナンバーカー

ド、これは図書館カードとの連携、これは令和６年４月１日に交付決定されましたけれど

も、実質これが動き出す、要するに利用が開始されたのは令和６年１０月からということ

で、令和６年度中の残りの半年間が利用されている、活用できるといったことの中で、そ

もそも令和６年、この６か月間の中でマイナンバーカードを利用されて図書館カードと連

携した中での利用というのは度合いも含めてどういう形なのか、その内容を聞かせていた

だけないでしょうか。 

〇委員長 武田 真君 図書館長。 

〇図書館長 工藤雅子君 令和６年１０月からマイナンバーカードとの連携が開始された

ということで、令和６年度末までの利用についてというご質問だったと思いますけれども、

令和６年度末でマイナンバーと図書館カードをひもづけた方、登録されるということにな

るんですけれども、そういう方は３８名の登録になっておりまして、その方々が日常的に

どれぐらい、そのマイナンバーカードで何回利用したかというのはシステム上ちょっと統

計が出ないので分からないんですけれども、３８名の方がひもづけているということにな

っております。職員に聞くと、ひもづけて日常的に利用されている方はマイナンバーを使

っていますよということで話は聞いております。 

〇委員長 武田 真君 沢田委員。 

〇沢田広志委員 半年間という本当に年間でいったら半分の期間であるということで、実

質１年間通してであれば人数としてはこれだけ利用するのかなというのが分かるんですけ

れども、３８名ということで分かりました。これは、あくまで年間の部分でいくと令和６

年度については図書館カードの新規登録者というのが２１２人いらっしゃったから、正直

１年間だったら分かるんですけれども、新規登録の方たち、ただマイナンバーカードを図

書館カードと連携するかどうか、あくまで希望を募る、希望という部分があったので、こ

こは個人の本人の判断に委ねるしかないのかなと思うんですが、ただこの２１２人という

１年間通した中で新規の方がいらっしゃれば、希望といえどもやはりもっと多くの方たち

がこのマイナンバーカードと図書館カードの連携というのを使っていていいのかなと思う

んですが、そこで３８名でありますけれども、本来ならもうちょっといてよかったのかな

と思うのだけれども、この辺は現場として恐らく手続の関係、ホームページに載っている

から私も見させていただきましたけれども、マイナンバーカードを持っていて、なおかつ

図書館カードも持ってなければいけませんよというのともう一つ、顔認証ナンバーカード

をお持ちの方はちょっと利用が難しいみたいなことがあったりもしていると。それと、利

用者証明用電子証明書が搭載されていない場合は証明書を発行してもらわなければいけな
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いといった、結構マイナンバーカードを持っている方たちでひもづけて利用しようとして

もいろいろな壁があり過ぎているような気がするんですけれども、この辺は現場として、

令和６年度が始まったばかりでしたけれども、この辺で状況的に何か押さえていることが

あるのだったら聞かせいただけないでしょうか。 

〇委員長 武田 真君 図書館長。 

〇図書館長 工藤雅子君 マイナンバーカードとひもづけている方々の現状ということな

んですけれども、数字的なものは全然持ち合わせていないんですけれども、現場感覚とし

てお話をさせていただきますと、先ほど新規の方が２００何十人という話をしていて、ど

ちらかというと新規の方が登録するというよりも既存の利用されていた方がひもづけると

いう傾向が強いように、こんなことができるようになったんだと日常的に利用していて、

それでひもづけているという方が傾向としては強いですけれども、当然新規、新しく登録

される方もこういうことができるんだねということでご利用されるというところはありま

す。 

 あと、委員さん先ほどおっしゃったちょっとハードルが高いのではないかという話です

けれども、確かに顔認証、４桁パスワードをどうしてもひもづけるときに入力しなければ

いけないというところで、パスワードを発行されていない顔認証の方は今のところはちょ

っと利用が厳しいというところになっていたりとか、マイナンバーカードというよりも、

マイキープラットフォームというマイナンバーカードの中の領域がありまして、そことひ

もづけるという形になっておりますので、その関係もあって、電子認証システム、こちら

等が入っていないと利用できないという、ちょっとシステム上の制約がありまして、マイ

ナンバーカードと図書館カードの連携もまだ各地で始まったばかりということで、これは

業者側のバージョンアップ等々を待ちながら、これからだんだん利用しやすくなってくる

のかなと私としては考えているところであります。 

〇委員長 武田 真君 沢田委員。 

〇沢田広志委員 まさに昨年の１０月から始まっての半年間、ある部分ではこれを実証し

ながら、いろいろな経験が今後につながるのかなと受け止めます。ただ、最近というか、

病院関係、薬局関係においても、私も顔認証をマイナンバーカードでしているものですか

ら、これはもう通常じゃないかなという受け止め方をしているんですけれども、ただ事今

回の図書館に関してはまだそこまで至っていないということが改めて分かりました。本来

であればそういったシステムを含めて設置をしていく部分がまさに交付金をいただいてい

る中でのことなのかと私は受け止めているので、ちょっと残念だなとは思うんですけれど

も、ただ令和６年ですから、この結果、このような状況を含めながら今年度も動いていま

すけれども、今年度中でもまた来年度に向けて、そういった先ほど言ったハードル、壁が

あるということも含めながら、皆さんがマイナンバーカードと図書カードというものがう

まく連携できるような形をしっかりやっていただきたいなということをお話して、これに
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ついて終わります。 

〇委員長 武田 真君 他にご発言ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、２９１ページ、第５項保健体育費について質疑ありませんか。 

 山下委員。 

〇山下克己委員 １項ですけれども、地域おこし協力隊に要する経費で手数料が７９万２，

０００円、全く執行されていないかと思いますけれども、その理由についてお伺いいたし

ます。 

〇委員長 武田 真君 スポーツ振興課長。 

〇スポーツ振興課長 小島武史君 地域おこし協力隊に要する経費の手数料なんですけれ

ども、予算につきましては地域おこし協力隊、スポーツトレーナーの資格取得支援という

ことで予算計上しておりまして、１人当たり２６万４，０００円の３人分ということで７

９万２，０００円の予算を取っておりましたが、昨年、令和６年度２名の協力隊員が新し

く就いたということで、まずはトレーニングルームの運営や利用者の把握、指導メニュー

の引継ぎや指導メニュー作成とか、そのほか教室の開催とか、そちらにちょっと力を振り

向けたものですから、なかなか資格取得というほうまで手が回らなかったということであ

ります。 

〇委員長 武田 真君 山下委員。 

〇山下克己委員 その資格がなくても、今言ったような業務は支障がない、また何かやり

たいことができなくなってはいないということでよろしいでしょうか。 

〇委員長 武田 真君 スポーツ振興課長。 

〇スポーツ振興課長 小島武史君 新たに就いた２名の協力隊と併せて、従来からいた１

人、協力隊はスポーツトレーナー３人いるんですけれども、資格につきましては皆さんそ

れぞれスポーツ系の学校を出ていることでありまして、その中で必要な資格、健康運動指

導士やスポーツトレーナーの資格を取っておりますので、トレーニングルームの運営に関

しては支障がなかったところであります。 

〇委員長 武田 真君 山下委員。 

〇山下克己委員 今も多分支障がないということなのかもしれないですけれども、当初と

しては必要な資格という捉えだったんだと思うんですけれども、そこは問題ないというか、

当初の考えと変わってきているということになるんでしょうか。 

〇委員長 武田 真君 スポーツ振興課長。 

〇スポーツ振興課長 小島武史君 この手数料というのは、地域おこし協力隊の資格取得

支援ということで、３年間の任期の中で地域おこし協力隊の方に何かしら市としても支援

をしたいということで、そうするとスポーツに関する指導の資格について支援をしたい、

その取得をすると、任期中に取得をすると。例えば資格は持っていても、いろいろな資格
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がありますから、ほかのジャンルの資格を取る、それから取っている資格にしてももう一

段階上の資格とかを取る、そういったことも考えられますので予算を取っておりましたが、

なかなかそちらにいかなかったということでありますけれども、令和６年度の決算はこう

いったことも、使っていない、執行していなかった部分もありましたので、今年の春には

地域おこし協力隊と面談をして、資格取得については改めてこの制度、予算があるという

ことを説明したことから、今年は既に２件申込みをして、これから今まさに実施中、取得

に向けて受講しているところであります。 

〇委員長 武田 真君 他にご発言ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、２９７ページ、第６項給食センター費について質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、３０１ページ、第１１款公債費、第１項公債費について質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、３０３ページ、第１２款諸支出金、第１項過年度過誤納還付金について質疑あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、３０５ページ、第２項特別会計繰出金について質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、３０７ページ、第３項開発公社費について質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、３０９ページ、第１３款職員費、第１項職員費について質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、３１３ページ、第１４款予備費、第１項予備費について質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 続いて、歳入に入ります。４９５ページからの財産に関する調書を含め、歳入について

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これで質疑を終わります。 

 続いて、討論に入ります。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これより議案第１５号を採決します。 

 本案を原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認め、原案のとおり認定することに決定いたしました。 
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 続いて、３３４ページからの議案第１６号 令和６年度砂川市国民健康保険特別会計決

算の認定を求めることについての審査に入ります。 

 歳入歳出を一括して質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これで質疑を終わります。 

 続いて、討論に入ります。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これより議案第１６号を採決します。 

 本案を原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認め、原案のとおり認定することに決定しました。 

 続いて、３９２ページからの議案第１７号 令和６年度砂川市介護保険特別会計決算の

認定を求めることについての審査に入ります。 

 歳入歳出一括して質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これで質疑を終わります。 

 続いて、討論に入ります。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これより議案第１７号を採決します。 

 本案を原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認め、原案のとおり認定することに決定しました。 

 続いて、４５９ページからの議案第１８号 令和６年度砂川市後期高齢者医療特別会計

決算の認定を求めることについての審査に入ります。 

 歳入歳出一括して質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これで質疑を終わります。 

 続いて、討論に入ります。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これより議案第１８号を採決します。 

 本案を原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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 ご異議なしと認め、原案のとおり認定することに決定しました。 

 続いて、議案第１９号 令和６年度砂川市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定を

求めることについての審査に入ります。 

 収入支出一括して質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これで質疑を終わります。 

 続いて、討論に入ります。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これより議案第１９号を採決します。 

 本案を原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認め、原案のとおり認定することに決定しました。 

 続いて、議案第２０号 令和６年度砂川市病院事業会計利益の処分及び決算の認定を求

めることについての審査に入ります。 

 収入支出一括して質疑ありませんか。 

 高田委員。 

〇高田浩子委員 それでは、質問させていただきたいと思います。 

 全体を通して令和６年度は、コロナの補助金もなくなりました。大変厳しい経営状況に

なったと思うんですけれども、前年度と比較してまずどうなったんでしょうか、全体的な

ことで伺います。 

〇委員長 武田 真君 経営企画課長。 

〇経営企画課長 堀下直樹君 それでは、令和６年度の決算と前年度を比較してどうなっ

たかというところなんですけれども、令和５年度と比較をいたしますと純損失は約３，０

００万円の減少となったところであります。まず、収益になりますけれども、医業収益で

は主に入院の収益で、地域包括ケア病棟を９月末で廃止して、急性期の充実体制加算の取

得などによりまして約２億７，０００万円増加、医業外収益については補助金でコロナの

補助金がなくなったことによりまして約２億円の減少となったところなんですけれども、

負担金、交付金で約４億円増加したことなどによりまして収益全体で約３億３，０００万

円の増加となったところであります。 

 次に、費用についてなんですけれども、材料費で約１億２，０００万円の減少となった

ところなんですが、給与費で人事院勧告の影響に伴いまして約２億６，０００万円の増加、

経費で医療機器に係る修繕費、物価高騰などの影響に伴う委託料の増加などで約１億６，

０００万円増加したことなどによりまして費用全体では約３億円の増加となったところで

すけれども、収益の増加が費用の増加を上回ったため、３，０００万円の減少ということ
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になっております。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 というところで、まず前年度と比較すると純損失が減少した。その点に

ついては分かりました。そこで、入院収益が２億７，０００万円ほど増加したというお話

でしたけれども、急性期充実体制加算の取得など、急性期に特化したことでどれぐらい収

益に影響があったのかについて伺います。 

〇委員長 武田 真君 医事課長。 

〇医事課長 川端祥子君 急性期に特化したことによる収益の影響としましては、紹介受

診重点医療機関入院診療加算、それから急性期充実体制加算、そのほかに急性期の身体合

併症の診療体制を評価した精神科充実体制加算、重症者やその家族を支援する重症患者初

期支援充実体制加算というのを新規に取得しました。それで約９，３００万円の収入増に

なったものであります。また、令和６年度は診療報酬改定があったこと、それから消化器

内科医の赴任による患者数の増、またダヴィンチの導入による新たな手技での収益などに

より、入院収益は約２億７，０００万円の増加となったところであります。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 というところで、ダヴィンチの導入というお話が今あったわけなんです

けれども、まずダヴィンチによる手術の件数について伺いたいと思います。 

〇委員長 武田 真君 医事課長。 

〇医事課長 川端祥子君 令和６年度のダヴィンチによる手術の実績というところですが、

ダヴィンチの手術は８月より実施しております。泌尿器科で１９件、消化器外科で６件、

あと産婦人科で２１件の合計で４６件となっております。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 このダヴィンチについては予算のときにも質問しておりまして、これは

内視鏡手術支援ロボットというところでの質問をさせていただいたところであります。そ

こで、トレーニングについて少し細かく質問させていただいた経緯があるわけなんですけ

れども、今の話によりますと８月から開始というお話でした。そういったところで、予算

のときにもトレーニングというお話で詳しく聞いたわけなんですけれども、ダヴィンチに

よる手術を開始することによってスムーズに開始することができたんでしょうか、伺いま

す。〇委員長 武田 真君 医事課長。 

〇医事課長 川端祥子君 ダヴィンチによる手術を行うに当たってのスムーズな開始とい

うところなんですけれども、まず多職種のワーキンググループをつくりまして議論を重ね

ました。診療科ごとに医師、看護師、あと臨床工学技士が先進病院を視察しまして、実際

の手術室での動きだとか機器の配置などを学ぶため、開始するまでに入念な準備と研究を

重ね、スムーズに開始することができたと考えております。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 
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〇高田浩子委員 というところで、予算のときに要望というか、最後に少しでも早く認定

免許取得の医師が増えるように取り組んでほしいという話をさせていただいたかと思うん

ですけれども、６年度の決算を迎えるまでにその免許を取った方はいらっしゃったんでし

ょうか、伺います。 

〇委員長 武田 真君 医事課長。 

〇医事課長 川端祥子君 行うためのドクターの数ということでよろしいでしょうか。ト

レーニングを受けた医師がおりまして、科別に言いますと泌尿器科で２名、産婦人科で１

名、消化器外科で２名となっております。 

〇委員長 武田 真君 高田委員。 

〇高田浩子委員 これは６年度８月からというお話なので、また７年度にはもうちょっと

詳しい内容が分かるかなと思いますので、今後もそういった形でたくさんの方にトレーニ

ングして、皆さんに手術を行ってもらえるよう取り組んでいただきたいと思います。 

 以上です。 

〇委員長 武田 真君 他にご発言ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これで質疑を終わります。 

 続いて、討論に入ります。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これより議案第２０号を採決します。 

 本案を原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認め、原案のとおり認定することに決定しました。 

 

    ◎散会宣告 

〇委員長 武田 真君 以上で本委員会に付託されました議案第１５号から第２０号まで

の各会計決算の認定についての審査を終了しました。 

 これで決算審査特別委員会を散会いたします。 

散会 午後 ２時３１分 
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       委 員 長 


